
第8章: 同潤会猿江アパート及び東町アパー トにおける

経年的住環境運営

担江アパートメント 東町アパートメント
東京包江東区毛利.住吉東京郵江東区毛利

19白 1929
お4戸(后舗向43声) 1日戸{后舗向3戸)
3階建 181聾 3階置 11彊
現存せす 現存せす
旧称 .担江共同住宅

戦後.東町アパートと共に住専句Jアパートと称する。
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8.1 本研究における同潤会猿江アパート及び東町アパートの位置付け

8.1.1猿江アパート及び東町アパートの位置付け

ltiiJ.:アパートは.同潤会の位iaづけとしては 「共同住宅Jであリ、正式には「猿江坂田rj~ 
H住宅Jあるいは 「改良住宅」であった。 f共同住宅lの呼称については『同潤会十年史』

(以ド『卜年<tJと略す)に、

i互に共同住宅と言うのは、本会が郎市の一部に於いて街aせる不良住宅地区を

改i[f~åf自し之れに建設せる改良集合住宅を指称するものである。!

としている。なお‘ lli江辺桂I共同住宅はその後同潤会によって 「住吉共同住宅j と改称さ

れ、 10 山アパート lと呼ばれることもあった。戦後猿江アパート;立、まず 「住i_Cアパー

ト!とず1乗っていたが、1附和 20年代の終りごろに、江東区毛利と江東区伶背の 2つの町に

またがっているアパートのf，~.ft:.(1で一つの町内会を結成するために、{j古の 「住j と毛利の

l平q1をとり 、 f{上利アパート lと林するようになっ た。

このように、絞江アパートの才1称は戦前峨後を通じて後純であるので ー * ";lでは、 )~本的

l~ ! lkUCアパー トj の名祢をrnいることにする。これが、現(r:、 同アパートを呼ぶのに一般

的に使われる名称であると判断レたためである。

このように名祢から凡ても総ilアパートは.不良住宅地区改良事業後の改良住宅としての

IJI，H住宅Jという.社会事業の成果物としての側面と . q主r仁アパートIと呼ばれること

があるように.形態的にはアパートであるという両側聞がある、という点が.この事例の大

きな特徴である，また.似r上アパートには、町、11，誌の社会事業施設である f持隣町1Jを侠んで

点!日[アパートという.アパートメント'r;x:による集合住宅もiiiEiJtされている点もこの事例の

特徴である。

本L，'.では、こうした特徴ある猿江アパー ト及び点I!Irアパートがどのような背i止の FIこ;J!IJI

され、どのようにその住環境が述;活されていったのかを探ることにしたい。

8.1.2調査慨要

1 992年の秋に.以下のような謝貨を行った。

.外部~/tfl の::lf測剥位

-町会長へのインタビュー調査

-近隣に住む7片老:に対するインタビュー謝1f

.近隣市街地の建物の精造 ・用途別査

. :3つの家自主に対するインタビュー・ {主戸内実測湖査

1 1934、同潤会、 『同初会十年史』、 P52 
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8.2猿江アパート・東町アパート前史

8.2.1 近代東京の不良住宅地区と猿江裏町

JM.工科町は、文字どおり 工業地併に変貌を遂げていた総江田Jの出町に当たり 、震災以前か

らのl~:Æ，:度防住地区であり、住環境は必ずしも良いとはいえない所であった。 このような場

所ほ点，!;てではいたるところで見受けられ、こうした場所は河l時、 II民間Iや f幸田氏J.ilJと

呼:まれていた。当時.こうしたスラムに対する社会の受け止めJj;立、実に冷たいものであっ

て、ィ、n住宅地区やit1j:j.{fを、あたかも病原菌のごとく比る悦点i立、明治以降、上は官僚か

らト ，ま 一般庶民まで ~L'tしたものであった。明治 30 年代に人り、 Ui，刊i~ Lftと口級戦争をi泊

じて 11 本が資本1:.i'~I ，，1米の竹協を形成するに及んで . *，!;(や大阪などの太郎diに(d:， *~;くの

J土lく桝浜田Iや F谷I買Ji{Jo出[や山谷氏鮫ヶ 橋、大阪の名t豊田Jなどのit民間が形成された凶この

i!: j;Cの 3 つのitLOll は、 ~í !l干 大 it民館」 と呼ばれていた。また 、 [ I ~'Æ ii!~ 下の際の 11 比谷

町Eき討ち !げ|や、シベリ 7/_jJ兵にIj¥を発した米騒動などの M'Iに、間;di卜:1':1民が大きく|則守

しているとの附が流れるとー1Hmの(i1'Eは社会問題化してきた。

1IIIm時代の1HW I人l i立、慨ね i~iillJ云屋であったが.そのr数;立米以のtlI!を岐にrd，j副1)に0:

l'が明を阿てて佐ぶ、いわゆる 「九尺二間の棟割長尾j や、 悼の'1'の'1'火lこf:j::)の通路を

f'rち、その1，!'js!l)に:J'~'Cf~，U!.tの泌}せが位ぷ 「 トンネル長崎 | であ った A いずれにしろ、広い家

でも l位 l'かu，nという狭小のnn取であり ‘全くプライパシーがな'、木llii'jも少なくなかっ

之ιJIMili田Jil.Hにトンネル長以で有名であった，

大正 9{J'における絞iI:ili田jにおける家賃について‘中川ハ l!:lt;ま;j.;のように記してい

z. 1 
匂 。

， ltiil~li問 r" ()舟地、制IIL(長以の '1住半-r:fJ:

21'18 U銭(TI.i)ヘJ1'1:3 u銭→4ド130銭 (T9) 

・猿江辺町五 O再寺町細民段以の ti，rc+ 2企

3円;)0銭 (T6)→;) PI 70銭 (T9)

猿江m町 16H号、棟1itJJ主屋の三畳一間:

2円55銭 (T6. n:付き)→2円80銭 (T9)

・猿i1ili田T1 R 2再号、共同長屋築 17年の三位一n:1:円掛け家II

日銭 (M3Gl ，8銭(T<:))

このような家賃の尚脇;ま.貸家経営者の転売によるものであった。 n主この11干19)は第一

次 Ilt科大戦により ~t.:;(~tであって、 一部資本家によるこのような 1 :地・家屋路i立が、生訊一者

の経済状況を圧迫していたのであった。

I'lii江副田H 良住宅地民改良堺支報告書j (以ド、 i"IUHUi針。川とHJ;¥す)では、当時

の猿江m町の状況を以下のように記述している。

2 1920.革IlH八卜盤、 I î:ít~l1!の米貨 1 ， r社会と教済』・ 1'1'.45.λ:IE9ij'.lznl; 
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市港東町停留場に近く交通不便ではないが地区内の通路は小バラック密集して

いるので極めて狭く排水設備の不完全と相侠って益々湿潤ならしめ衛生保健上看過

し難い状態であるe 原の建物は大震火災に依って悉く灰鐘に帰し直ちに漸く雨量5を

凌ぐ段低限度で急造のバラックを営み通路排水等の設備;ま全く考慮の~llに入れず従

って下水尻の疎通しないものさえあり夏目附天続くも行水等水の使用品が多いため

仁地かんそうすること殆どなく雨天続けば下水は炊事場へ逆流する個所は併でな

図 196.深川区第六方面七被受持委員調査表家並略図
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4 人./t平均O 八六位弱に居住する却l合である。されば兵の精神上に及ぼす

彩穆深刻で家!迂生活の幸福を傘い成人は11;の活動能力を減殺し児童i立発育を疎外せ

られ又一旦疾忠に刊されんか之れが療益を妨げfl病的;ま忽ち伝矯する所あるのみな

らず.!l.!:に住民の大部分;ま一家族-12に維!去するゐめ子9:.のぷ育を筈し不良児の発

'1 ーする凶となりイ主之等「交の将来に想到するときな民に傑然たらざるを1:~ない有

阪である。1

さもに、地区の内部にはド水路;ま一切通っておらず.給ノドに関して::1..水近¥'i川怜が

り IJ，I;.!U<;J怜が 18)，1;あって.共同栓 IIIに対して 28戸が使用すると"う状況て"あっ

た!ちなみに、当11.'1の点京diの平均は 11'"につき 7戸であった 。( r τH ::t *H1)~ ) より)

また、 'I~.1:，汁I"ijの認定地区内応住者数は2千 11 ;:;人であり. I! t ，~I;. 欽『ま:; :< :11
'
ト.:柱、そ

のう ち[Lillll} jlt ，~:~ ，主'1'ljlt，:I(であった。居住者の臓業は. 11符j誌が約 :31九、被H，UIIf，'が*¥J

t i ~I (10 を山めており、 11営業の'1'で;之内臓が-1B'多く.次いで民r.潟、占物Ih1. 食科rWJ ~'fi

K どの存制，r~l，liが多かった。 被~JUII .，v，では. ij高T(セメント ガス、鉄筋等)がIE倒的に多

くー次いで人犬・工夫、鍛治綴工、会社の被原則者、人}J'IU、木[)ミなどが多かった命ま

た，1，'，fJ: r.の料済的&1境について r'1';.1:報告さiAでは.

小尚 cx m.!i.労働.，v，に依って組成せられ生活 flIU_U概ね r~'，'jからず FI'付 11:会によく

}Lる所の飲柄鮮は此処にも例外なく浸潤して従々家E汁を日しくし41衛生的wJ}Zによ

って川卓のl民熊 t'iの支 IH を余(誼なくせられるが ~II き 4下院fU1の 1 討を行かすに充分

であって凡賦返済のf1;による小口金融業者の金を利IlJする占が多いという z コ

と述べている。

i芝災前の俊江草i田Iの様子を示す.大正 11年の「深川区m六万曲i七班受符委ii謝住友家

枚目高凶J (同 19 6) Gがある。

この li荒川第六)jl(u1と;;1:.当時の初期的社会t;，itJIシステムであった 1Jil(li委il制度lに

J，tつーく総iI:_i(Rlf付近の呼称であるョ)jl師委t，1制度は、思IItなお[('1委i¥alJJf!'として引き継が

れているが、それはなじめ、 ドイツやフランスの救貧制度を参与に).，:11，';(1に|崎111diにおい

て 11
'
['1顧問JiIl'll..f!'として誕生した。それが間もなく大阪市で 1)jl(，i委i11というれ称で実

践され、!U;;CではJ、lE9 (1: に ，まじめて F谷区に設けられた。 これは、知 ιI~ ・ d iJえ':lj:が小泊域

を単位として‘数人の篤志家や学議経験者を名挙戦である)Jilli委nに任命するという形をと

っており、制度の中身;立、主として低所得者地区における生前:x態調伐をeまじめ.金品給

'子 . 保護教済、生Ií; flJ.淡.指導を )j而委員に但当させるものであった。 [fi~描 JUI には全「司で 3

万数下人の委れが 1I '2. 7i件余りの事例を取り扱っていた。)jl(li委tlにはilli主将校やIX白1;，

弁護士なども合まれていたが. 多くは低所得者の多い地F互に ídl: し.米殺Ir~や質hlなどのよ

うに、庶民にとって 「政府のおくなL川、 「人目に付かずに人りやすい家例えのJ:人!が選

ばれていたo Wi[_i(IHJの)jlui委日も、この家並略図を見る限りI也iぇ仏lに住んでいたことが分

カ3る。

8.2.2方面委員制度と猿江裏町

}Jlfli委 n制度でl立、住民を 1 m一位=公私のID t))Jなしに ~I二 i;r;. できぬもの l 、 1m二筒=辛

うじて生活できるものJ、 ・・・、 「第五Iill=生活に余栴のあるもの j までの九段階に分~i

し、耳目 'H!に分けられた住民に 「方面カードJを配って、救獲を与えるという仕組みであっ

3 Ig30. 1日H~会、 『猿z上 辺町不良{j宅地区改良事業報告~t: J 、 P 14 

4 Ig30‘同制会、 「絞iU!.1町不良住宅地区改良事業報告~t:J 、 P2， 3 

5 1930， I"J初会、 『絞江l!ia[不良住宅地区改良lJljl報告苫』、1'8

6. 1987.南怖編、 『近代庶民生活史第六巻j .三一書房より
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図 197.細民集団地区調査:猿江裏町本村町地区図8
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た。したがって、方面カードが多く切られる地域は「不良住宅地区j と一致して提えられ、

行政にとっては.騒乱が起きないように監視しておくべき地区であった。

また、こうした地区は改善を要する地区としても提えられており、同潤会の理事であっ

た*大教綬内田得三は、~災以前から猿江裏目Iを調貸し.改善計画を意図していた。 7一方、

不良住宅地区の整狸・改良そのものは、明治則においては貧民館を文字通り「所払いJにし

て.!iJ;!位させるjJ針をとっていたが、第一次世界大戦による!ll;:日景気が大正6年以降東京へ

の:e:l激な人口集中をもたらし‘その結果として都市下層民の数も著しく I曽加したために‘む

しろ'l=.i;fJ'水準を引き上げて一般市街地と同化させる胞策へ転換レていった。したがって、大

正後JQIの東京への人口集中は、不良住宅地区をかつての三大貧民窟のような都心から、工業

地Ji?の新たに起こってきたところで「庶民階級の集団地J r工場街j といったまちとして顕

(1:化させていったことな、第 2&で述べたとおりである。

ぞうした地区では、かつての不良住宅地の主たる椛IiJi-d'であった自由労働者や業尚人より

も.吊 Cìlの ~}Mと共に、戦工などJ~~に従事する者やパタヤなどの工業製品の再生産を担

うものがJ¥')}JIIしていた。猿江辺町もこのようにして 「工場j}iJと I庶民断級の集団地Jの中

川の111)として(;:(1:していたのである。

間以jilji災 Ijíjの、政! CiliH1r地域の上地の悶途を別途に調べたものが、内務省社会}~lによる

『割IIL..:!t同地|夫z制作』によって分かるa これを見ると.l良江アパートがll，没される地減に

;ょ 人;きな lトンネル民地j と rl;li'，'iiIJ去昼」が‘ 「傾ttJに色分けされた区域lこ(f(Eし、そ

のI.'，jりを l制11民地I><:Jが閲むようにあり ‘それと同じ{立の縦模で 。r.I封地lがあることが分

かる，

ここで図 198を見ながら r猿江裏町改良前建物配也、1141を見ると、震災以前の土地

所有形態{立、少数の地主が多くの土地を所有していたものであることが分かる。

-396-第 8軍 同罰金猿江アパート及び東町アパートにおける住環境運宮

8. 1923‘内務省社会局第2郎、 『細民集団地区調資』7. 1992、伊藤聡 I大正期における建築家の都市理念と活動 内田祥三を中心としてJ.*京大学修士
論文
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図 198.猿江夏町改良前建物配置図9
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貴重である。ちなみにこのお宅は、猿江裏町の東隣りの「柳原3丁目Jに震災前から住んで

いるところである.

「震災以前は原つぼが多くて、子供たちは原つばを遊び場としていた。家は、木造がほ

とんどで、たまに 2階建てもあった。道幅は.今ほど広くはなく、もちろん舗装されていな

かった。

長屋が多く建っていて.二軒長屋、五軒長屋.六軒長屋が多かった。 三軒長屋は、真ん

中の家に入るのを嫌がる人が多くてあまり建てられていなかった.

住人の臓業は‘商人が多くて、お庖をやっていた人が多かった。中には、小名木川沿い

のガス会社や、深川f:祭'l'iや区役所に勤めていた人もいた.商応といっても今のように商庖

街があったわけではなく、お庖がずらっと並んでいる通りはなかった。

今の新大情通りには「サイトボリ Jという汚いどぶ川があって、そこに郡屯が走ってい

て、ここから一帯近い駅は 「猿江の終点の駅j と呼ばれていた. rサイトポリ j というのは

「汗必堀j というのが本当らしくて、忌近読んだ本で知ったんだけど lfi必j というのは人

の名前らしい。人通りが磁んなところは、このがIの通り(京町アパートのがiのjJIjり=筆者

iUで r悔の湯Jという銭湯があって、朝の 10時くらいから計業していて.朝lからひっ

きりなしに人が通っていた。その代わり銭湯が休みの日になると人通りがなくなってしまっ

て 寂しい感じだった。銭湯に通う人を当て込んでか、銭湯の周りには、氏物足、乾物R.

f、i'ih¥.魚屋などが並んでいた。でも生活必需品などを光る附は家の近所に必ずあったの

で、わざわざ銭湯の近くに買いに行くようなことはなかった.

この辺りは、錦糸町の駅へIb:ける通りなので錦糸町に行く人がよく j泊っていた。

アパート(東町アパート=筆者注)の向こう側の通り(猿江アパートの東側の通りで、

引(E住吉銀座繭庖桂Iのあるi湿り=筆者住)には、映函館があったが行ったことはなかった。

今もKさんという酒屋さんがあるが、f¥さんはその時からそこで向先をやっていた。

また、家の前に(現在あそか病院の受付のある所=筆者tlJJfEだかお依いさんの御隠居

だったと思うが、 大きなお度数があって . そこのお辰敷は:~Uい板射を!司りに巡らしていて、

普段は中へl立入れなかったが‘年に一段、主主れの注述飾りを1"1にI!fpる時にそこに鹿われてい

たと思しきおじさんが、子供たちを中へ入れてくれて.遊ばせてくれた。お屋敷には大きな

池があって、おじさんは、池に近づくと危ないよと言って子供たちをt主意していた。

また、善隣館という施設があって、その建物は木造の大きな長屋みたいになっていて、

幼稚闘と、講堂と、中廊下があり、中廊下の両側には母子家庭などの恵まれない人たちが

7、8家族暮らしていた.たまに・・善隣館でお話があるからおいで とか、 善隣館で映画

をやるからおいでH と言われていった党えがある.お話はその当時の結綿傑い先生が見えら

れて.ボランティアのお話などをされた。また.冬になると、治:なにストープが入り、よく

そのストープに暖まりに行った。 I

この地域は、当時小R背広が多い田Iであり 、しかも、今目的な意味での尚業の町ではな

く‘小規慎の小売業が多く、その多くは住宅併用で、生活必;部品については泣くのお応にな

んでもあるという、小商業と住宅が1事然一体となった町が形成されていたことが伺える。し

かも人通りは、銭湯のあるところへ集中し、その銭湯の問りは、他と比べて比較的賑やかだ

った ことが分かる.

また.実際の建物の配置については. r深川区第六方蘭七班受持委員調子年表家~~lB/\図」 よ

りも 「松江辺町改良市l建物配置図」の方が正確であるが、前者は方面委員が各住戸を回るの

に使利なように作成してあり、各住戸の入口などが絞っており、当時の住民の生活の係子が

よく分かるようになっている。地区内には、長屋が建て込んでいることが分かるが、ここで

特徴的なことは.中小規筏の工場が、長屋と交じってまんべんなく点在していることであ

り、 J削工m町が先に述べたような「工場街Jであったことが分かる。

全体の構成を見てみると、比較的大きな通りに区切られた矩形の敷地がまずあり、その

大きな通りに面した部分には2階建の庖舗が並び‘その内側には5軒から 10軒で構成され

る長屈が所狭しと繋然と並んでいる。それらの長屋は大通 り に続く路地に 5~20軒単位で

面している.このような狭小過密な住環境は、震災後更に悪化した.

8.2.3震災前から住む地区外居住者によるアパート建設までの地縁の様子

大正2年に、東田Iアパー トの通りを挟んで向の家に生まれ、現在もそこにお住まいの5

さんに‘アパートの震災前から戦前期にわたるまでの依子を伺った。(1990年!i取)やや長

い記述となるが.当時の悌子を.そこに住むー居住者の立場で、具体的に物語る証言として

9. 1930.問潤会、 r猿江裏町不良住宅地区改良事業報告\!a~J
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次に震災当時の俊子を見てみることにしよう.大正 12 年 9 月 1 日の関東大~災によっ

てこの地域はどう変わってしまったのか、再び5さんのインタビューによって再現する。

「地箆が来たのは丁度お昼時だった.火が回って来るというので、近所の人たちで寄っ

てたかつて.向かいのお屋敷の塀を倒して、家財道具を持てるだけ持ってお屋敷の中へ逃げ

込んだ。荷物が焼けては大変だというので池の水を荷物にかけたが、火の勢いが余りにも強

〈‘お庖敷もすぐに火が回って来た。そこで近所の人で、"木蔵 (現在の猿I工思賜公園

で、当時営林署の貯木場がめった=筆者注)なら大丈夫だろうと言う人がいたので、お父さ

ん以外は"木蔵"へ逃げることにした。お父さんは、'俺は荷物を見張ってるからお前達だ

け光に行つてなさい。危なくなったらすぐに俺も行くから。"と言っていた。

そこで木践に逃げ込んだが!日1もなくしてお父さんがやってきて、火の勢いが思ったより

強いのでもっと速くに逃げなきゃいけないと言うので、もう 日が暮れてしまったにも拘わら

ず、小ず1本川を伝って行総のおじさんの家に行くととにした。木蔵にはまだ多くの人が残っ

ていたー

小r，木川をずっと*の方へ進んでいったのだが、もう佼中の 3時くらいだった。やっと

小怯川まで米て、ここで一休みレたが、ここの土手では野宿していた人が沢山いた。私たち

は，.y!にlr徳を臼指して歩き続け.今J1隔を怠えてやっと行総にたどりま[くことができた。

lJ'itのおじさんは.沢山の荷物を静負って一家で来たので飽いていたようだった固取り合え

ずそこに引く泊めてもらうことにした。

411 後お父さんが家を見に行くというので、お母さんはまだ危ないからと止めたが、 結

1，・1お父さんとお付さんの二人で家を見に行くことにした。家に行く途中すれ巡った人に.ま

だ〈すぶっているから行かない方がいいと言われたがやはり家が心配なのでそのまま進んで

木版までおいた。そこには死人の山があって.目を磁わんばかりの状況だった，家に必いて

はるとやはり全て焼けていた，

しばらくたって、ここに戻ってきたが、 jfl り -~!~は見HJf らしがいいばかりに焼けてい

て.もと泌があった焼け跡には沢山の立札が立っていた。それは 「何々家一家全滅」や

1M々家どこそこにいるlと書いてある立札だった。殊にこの家の一体には.前者の立札が

多かった。そのうちバラックが次々と11ち始めた。 材料には不自由しなかったので.器開な

人なんかは自分でillてたりしたようだった. I何々家一家全滅Iという立札が立っていたと

ころにも沢山のバラックが建っていたので、きっと地主と交渉して建てさせてもらったのだ

ろう.バラックの多くはそこで商売を始めた.ここに元から住んでいた人たちで.生き銭っ

た人たちは、ほどんど凹舎の綬戚や何かに身を寄せてそのまま戻ってこなかった人が多かっ

た。

だから、 dl災のがiと後ではこの辺に住んでいる人はがらっと変わってしまった。

こうしたバラックは 10年くらい残っていた。そのうち通りに面してお庖が多く建って

くるようになると、この通りなんかは向かいが呉服屋さん、炭尽さん.そのlliにはダンボー

ル工場が11ってきた.その先には小奇胞な住宅が2、3事mっていた。しかし.巡りから路

地をi湿って中にはいると薄気味慈いパラックが何軒も11っていた。私はおつかなかったから

あまりそっちの方へは行かないようにしていた。

1118. 間現金11江アパート且び東町アパートにおける住環境基宮

そして.同潤会がこの地区を買収し始めたが、聞き分けのいい人は沢山お金をもらって

さっさと出て行った。でも.どうしても嫌だという人も多くって、この家の前の呉服屋さん

なんか，立、 『女手一つで.行商やってやっとここへ呉服屋の底を建てたのに、どんなにお金

を臼まれでもあたしはここをどきませんからね』といった淵 Fでなかなか首を縦に振らなか

ったらしい。

でもアパートが建ってみるとすごく立派な建物で、私たちなんかは「アパートメント・

ストアー」なんて呼んだりしていた。この家の前の束町アパートは ー日告がお庖になってい

て、 「ネオンサイン長さんjだとか 「氷屋さん」なんかが入っていた。一苦手左の家ははじめ

l印刷序ーさん」 だったが、銭湯帰りの客をあて込んでか f喫茶r，t;Jになった。とても素敵な

喫茶応で、.eiいお娘さんが2人でやっていて、最近の喫茶応みたいにうるさくなっくて、音

iE;なんかもかけずに、とてもいい感じのお底だった。

点目Iアパートの隊の Iあそか病院j もきれいな建物で、 11年々f:.:!ll正lJIなんかをやって近所

の人に券を配っていた。私も券をもらって何かしら食べたことがある。l

このように、税ifill田Iは l>lll巨大波災により 、 文守・通りJf:ヰよ~，こ恥i してしまったのである固

とH叫に 1M々 ・米全滅jの立札が市すように、この辺りの従liijf"m-xの多くが犠打になっ

たのである。 ところが司会くの史地と化したところには、次から次へとパラソクがíl ち、l~ん

でいった。託;-fによると.この当時のバラック建築は 10 iJーくらいilっていたとあるので、

I ， ;J山会絞il アパー トが築工して 、 2 、 1 年くらいまでは、 まだI"~凶に;まパラヅクが{f(I し て

いたのである。

また、l，jJrl官会による上地のi'i収に素直に応じた人もあったがーないかなか応じなかった

人もあったことが、この説 ri(こよって分かる。

8.2.4善隣館の活動

Ijijの、 I出[J(ιiFif主将の15からも分かる伎に、不良住宅地区としてイf?'，であった松江必田jに

ほ、すでに隣保館の- ~Tiである 「善隣f!g J が、財団法人 「協訓会J の手によって経営されて

いた。

善隣館は、大正 11年3月末竣工し. 6月 l日に協淵会関係おおよび社会事業家を紹侍し

て開館式が行われた。 I協調会報J10では善隣館の目的を以下のように記している、

隣保相愛の精神は社会組織の根底であって.隣人f[いに相依り相扶け相重ん

じ、共に向上する所に兵に社会の平和と幸福とが実現せらるるのである.隣保τ111告

は即ち此の観念に基き教義あるものが自ら付近地域の人々の持良なる隣人としてjt

の叙切なる相談相手となり、進歩せる先:R:者としてJtの篤実なる指導占となり、平

等の見地に立ちて、共に文化生活の向上を図り、社会改善の実*1'1を弔げ、市民とし

て、社会人として、国民として国際人として充分の自党を以てむ桜ある生況を送ら

んとする努)Jである.

10.1921‘ f協調会報J. r社会政策時報』、pp.191、協調会、大正11年7月乃
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今回善隣館を設置したのもまた此の臨にわたのである。型韮主主堅

工場の比較的多く.且つ駿工労働者の居住密なる深川区猿江裏町を選んだ。

協調会は此の機関を通じて同胞相愛.人絡尊重の真義を体現し文化の発展、

生活の向上を図り、同時に施設方法などに就て可成的研究的態度を採って本事業の

発展に貢献したい考えである。

協調会では、善隣~i\の建設の前に独7工誕百Iを中心とした地区の調査を行っており(大正

10イHJIと大iE11年3月)‘この結果をもとに善隣館の立地が選定されたと考えられる。善隣

町1の 'J~~は.教育(幼稚悶・夜学校 ・ 凶書館) .講演会 (社会問題 生活改善問題 ・股業問

題 ・文iE問題 宗教i問題l'科学問題)、講習会(実用主主縫・料開・廃物利用・編物).倶楽

f% (r'{年見交似楽部 ・児蛍倶楽部 ・音楽倶楽部)、 Jo集会 (-(-供の会 ・母の会・学生討論

会 公開i肖説会) .慰安娯楽(凶』王将供 ・和洋音楽・演劇議談勾 ・活動写真 ・懇綴会・運動

会 ・料i'l!ぷtt会)、保健 (診療)、人下相談.家庭訪問、研究調1i. (社会事業胞設・隣保'n

1i . ~!~ 'I¥_保波・社会教化)jit.・生活問題) 11のように、非常に似広い活動を行っていた。

i'r-隣i!l'iがiliji)jを始めて2力JJたった 8月24日から 27トiまでの '111問、fi風の影響で

本所r~川ベ!，の多くのfi:宅が床上進ノドを被った。猿1工\u田Iの場介、床上炭水 20 戸 、床下浸

水L0)'であり 、床上UAくの場合床から l尺2寸ほどのも止水であった。猿江田町Jの場合;乱

もともとI血税が海水l師より lメートルほど低かったので、台風がぶつでも水が引く ことはな

く.渦柑|になるとfliび以水が始まる鮮jAcであった。これに対し、選隣館でほ41':iiH占を収容す

るべく. L 8 0人ほどの非;;{!，'fを受け入れた 12

8.2.5震災後の織子と区画整理事業

I14災によって‘ 4長打:ill田Tを取りどきく地域はほぼ全焼したが、その跡にたくさんの焼けトタ

シを11IいたバラックがlJ!，没されていき、震災前よりももっとひどい不良住宅地としてのm観

をぷしていた。

lli災1(;後に協淵会によって行われたパラック居住者の実態調宣に.1id工lli町のくだりがあ

る。 131主ilm町の自力建設の掘っ建て小屋に住む5軒の居住者を波災 lカ月後の l0月4日

に調任したものである。

米は3日に l度 l日l合宛に受く.その他馬鈴:)¥'沢庵等にて食物は不足なり.

府物は何れも民者一夜具はf持者lこて暮らす、夜具衣mなき家 l戸あり。私設小屋猿I工

mは("1れも床低く、沼気は殊に激しく雨降りの際には床上 l、2尺も浸水する為、

復'1'-1経もせぬ由。水道なき故 l日バケツに lf干の給水を受く。新代りに燃銭物を

!llい.灯は蛸i燭を使う。入浴は洗場透き為未だせぬ人多し。使所は近所者が共同に

Il.ID21. r協調会報J. r社会政策時報』、 pp.191.協調会、大正11年7月号

12.1921、 I協淵会担11、 『社会政策時報J. pp.202-203.協剥会 大正11年¥0月号

13.1923.協調会. r擢災ぜi'rパラ yクl生活実情調査』、 PP.39

て作る衛生的設備殆ど皆無なり。復興の気分割合盛んにして、将来の方針計画中、

今は材料なき為一時中止セルのみなり。

8.2.6事業の変遷

『十年史』では、 彼iC:U田Iの改良事業の始まりを以ドのように記している。

大正大震災は帝郡下回Iに於ける之等の地区を%i~にして焼き払ひ続く復興都市

計l珂により之が改良の絶交機会として識者は反って悠悶を1mいたのであるが、:1-'1;の

J911寺も束のI:Hにして災後幾許もなく縫災者は続々とI);t(!，地に弘i~，å し或は焼材或は焼

鉄板を以て小屋倣を E没け凶民を営み忽ちにして従前よりも史に J~だしき不衛生地区

を刻IUせんとるにゼった。i主に於いて政府はHの状態以も民だしかった不良住宅地

区i淀川区猿江辺町の改良を伏広し、大正卜凶作九IUH!l合中より弐U七十台万副を交

付して之が'火胞を本会に命じたのである。 14

こうして. r liiiC iliiHr不良fI宅I也氏改良事業Jは.彼災後)L2イ!の後の大IE1 ~ fド10 

11. H~':J;::評議委i-l会の ik泌を経て、特別会計を設け、大 !E ! 11， 1 .Jldlj{!:JJt'J;;;(fと して胞

1ーすることになったのだが、 r 'I~~ #l;守主』 ではこれにでる料紛を以ドのように記述してい

る a

不良(J宅地l互の改汗，立川?に多大の経:I.'lを~: し Ilつ Jtの投資にあI しては 11'(後収

益の見るべきものがなく直後の受益者ーである細L(の仇判)}:こな 定の似j主があって

之れが経営'í\'JlI' も亦寄与』ではない。さればHの必1tを必めながら此の般本(t~な不良

fI'宅の改i!i"J¥Xを決行することは仲々行われずに111;ったのだが山災後特に不良化し

たる~地区を改善することは芯災地に対する胞tzt として以もむ必あること〉ぷJめ本

会lまH所要経貨二百七ト万円を霞災義後金中よりドHせられんことを政J(.fに乞いた

る時恰も政府に於ては一般郡市の不良住宅改良の，包を必め之れがU)II，Uruhiを樹、工せ

んとする際なりしを以て之れを許され、 15

この文'1'にいう r不良住宅改良の助成計画Jとは、おそら く、大J1:1九年 7T1に社会

事業謝食会にお問された不良住宅地区改良法案要綱のことであり、これに先立つモデル事業

として.おi江辺町不良住宅地区改良事業は出発したのであった.

事業の対象となった地区は.猿江裏町の中でも住宅&')t克の程度が&も佐だしいところに

定められ、 M低3尺以上の土焼りを砲し、道路下水を新設し.鉄筋コンクリート造三階建共

同住宅をl.I!設する予定であった。そのために.不良住宅地区改良。J~業法がまだ成立していな

い当時、問潤会は土地収用法により土地を収用し得る団体としてのl認定を内閣に巾diしなけ

ればならなかった。この認定がおりる大正 l5年5月の. 2カJ-ll圭に漸く不良住宅地区改良

法案要綱が、上述のように社会事業調査会に諮問されている，

14.1930.同潤会‘ rliiiIlIl町不良住宅地I頁改良事業報告.!}J‘P53 
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土地収用団体としての認定がおりる前に、同潤会では大正 14年に 127;)坪を任意買

収していたが、認可がおりた後の昭和 2年には. 3回に分けて合計 71 42坪の買収を行っ

た。この年、 後に述べるように財団法人協調会経営の善隣館敷地 31 2坪を買収しているの

で、合計 8729坪の買収を行ったことになる。

-};.猿江裏町はiU災土地区画整理事業の第;)4地区にliilしており、この換地計画が2年

後のIKlfn4年7月に決定し、同潤会に対する換地而総は6284坪となった。減歩ヰiは、

2 H o{，である。ちなみに、第 54地区全体の減歩率は平均で 11. 5 %であった。16

また‘地上除、つまり借地権の民収も同時に行っており、 『事業報告書』では.強制買

収したものは-('1もなく全部協議買収に成功したと記しているが、前述の近隣居住者の証言

にある只1I日以の1;5主の例のように.ii収といつでもなかなか一筋純で，まいかなかったことが

怨仰できるs

そのほか、問問会は従前居住-xのI早々な権利に大して揃的をしなければねらなかった.

そのうち以も難航したのは、建物や工作物の移転補償であった。移転交抄は大正l九年 I2 

1)にlめまったが、それが難航した保子を『事業報告，liAは以 Fのように述べている。

一‘移転せしめず目収せよという者

二、補償金の鋭に不!Ifiをl白うる者

宅、居住権の白 rllを符うものと主張する者

問、，fi災の(1M);未だ抱えないのに移転させるの;まその時J91でないというお

冗、社会'Ji;l!の美名を借りて制民を圧迫するものだとれうお

f、.移転は労働市場への交通貨が伐む結果となり生活を作成するものだとい

う占

等々の反対陳情をなし 一時は暴力にも訴え兼ねない保な形併さえ見えl妥々 行き

悦んだが漸次に事業の避旨を理解しl昭和四年五月 卜 11 の n~ l~nを以後とし父沙はー段

滞を告げたが尚筒々故防を申立て最後迄ij'(諾をせず事業執行上やむを得ず強制l執行

したものもあって17

ね~.強制l執行したものは、 236転車中 6棟であった。

その他の柿焔と しては.従前の地主や借地人自身による湿地の埋め l/~てやlílì'土a に対する

補償や.尚庖等の借家の桜利金に対する補償.借家人や同居人の移転補償、家屋所有者に対

する移転時の家賃綴失補償、移転時の水道 ・ガス・電灯の設備に対する補償、移転により生

じる営業加害補償.家主・借家人・同居人に対する動産移転(いわゆる引位し)に関する補

償など、当時としてはきめの細かい補償が行われた。ただ. 'J~業当初iま借家人や同Q}人を収

刑法で関係人として認めてはおらず.借家人 ・閑居人への揃償は、借地人に比べてかなり低

いものであった。

さて、同制会が当初建設を予定していた住戸数は400戸であったが.品終的に建設さ

れたのは 294戸(うち.住宅 25 1戸.底納併用住宅43戸)であった。

この事業計IIlJIが変史された経総を『事業報告書』は以 Fのように述べている。

161991.福岡峻治、 r!ll京の復興計両 品i市再開発行政の精道』、 fl本評論社

げ 1930.同潤会、 r猿江~~町不良住宅地区改良事業報告諮J . P28 

住宅建築工事は二期に区分し第一期に百四十戸第二期工事として残戸数全部の

260戸建築の予定で先に買収した敷地一千二百余坪の地に第一期工事として鉄筋

コンクリート造三階建アパートメントハウス 140戸の建築に着手したが地盤不同

の為基礎工事に多大の回数を婆し尚他方第二期事業地区として買収改善を要する八

千九百八十余坪の土地も其の後区画整理事業の進行及び居住者の異動等に依って地

区内の状態に幾分の変化を生じ既定計画に多少の変_i;gを加ふるの必要を認めたので

現状に就き再調査の結果土地に於て約三千坪の貨収を減じ住宅に於て百戸の建築を

減ずるを適当と認めたので買収地を五千九百八十余坪に改め其の一部にアパートメ

ントハウス百六卜戸を建設すること〉した。

右計画の変更に伴い政府よりの交付金に余剰を生ずる見込みなるを以て此の余

剰金を財源として吏に本地区と其の実情を阿うする償浜市南太i口町の不良住宅地区

を改善並住宅建設事業をB起工するの計画を樹て事業年度も9!に附和四年度迄延長を

為した。

不良住宅地灰改善付，m;~n:業として福祉胞設を為すの!l! にイイぷ義なるを認め従来

財団法人協~開会に於て絞首せる善隣館の議泌を受けて第二JOIJ.h築地区内に鉄筋コ ン

クリート三階建約三百五十坪の隣保館を新築経営すること注した。 18

このように、第一191の基礎工事が長引いたために、?s-.101 Y'iEj)i地の出住.{fの異動や区

Jlhj ~需型の進展により 、第二J91分の ï~収聞積を減じていることが分かる。 1!:に、その余剰金に

よって.不良住宅地区改良法に基づく初の事業が、同制会によって徽浜市市太田町におr手さ

れたのである。

また、善隣館についても.このi'i収面積の減少と、それに伴う余剰金と深く結び付いて

いる。 r事業報告書』では.

おii工m田fにJtける本会従来の事業計画は地区の改i''{:sWに住宅のJ.h，設供給に 11:め

たるも本会事業の徹底を期する為めには居住者の保健衛生性教化上隣f'Al~Jï;l1の併設

経訟を便宜Jlつ必主主と認めたので(以下略)

あるいは、

区画盤耳fl ~jJ:11の進行及居住民の異動等に依って地区の状態幾分変化したる為土

地の買収面的を減じ住宅に於て百戸の建設を減ずるを適当と認めたので計画の変更

を為しこの余剰l見込金を資源として更に本不良住宅地と同ーの実情にある綴浜市中

区南太田町不良住宅地区の改良事業を施行すること〉し又本地区に従来財団法人協

調会に於て経営したるa隣館事業の譲渡を受けて経営すること〉し19

と、述べられており、明らかに岡純会では当初、善隣飯:の建設計画はなく.善隣館の建設

は、第二WI分の計画変更に伴って浮上しててきたものであったことが裂付けられる。協調会

から同澗会に譲渡された物件等は以下のとおりであった。

(イ)御下!財金千側也

(ロ)敷地参百十二卸

18.1930、同潤会‘ 『絞江!i!田T不良住宅地区改良事業報告~，J . p 17. 18 

19.1930.同潤会、 『猿江泉町不良住宅地区改良事業報告書』‘ p38
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(ハ)右敷地に在る建物及工作物並地下埋設物一切

(ニ)内務省善隣館復興助成金四万悶也

(ホ)労働者教育部新設に関し東京府知事より指示に係る金四万九千五百回也20

同潤会では、このうち(ロ)、 (ハ)の建物等の代金として協調会に4万円支払ってい

る。差引き同澗会は、 5万500円を譲渡されたことになる。ちなみに、善隣館の新築に

l立、母f!工~I> 'I'(も含めて 1 1万3千円が計上されているので、善隣館については、工授のほぼ

下級のみを同制会が実質的に負担していたことになる。こうした経緯を経て、善隣nuが建設

されるに至るわけだが.その事業は.児童部(乳児保育、昼間託児、健康相談、児盗文庫、

flPii.学校等)、教育部(夜学.講演、講習会、成人文庫等) .経済部(アパート管母、俊産

It;.訴奨励、 験業紹介等)、社会部 (人事相談.慰安会等)、診療部に分かれていた。また、

;時隣町iの南側には児童遊戯室が設けられていた。これらの事業は‘診療官官を除き.大日本仏

教必停会財団に経営が委託されていたロこの経営について同潤会では、毎年所'll!経費の約半

世1の l万円を締切jしていた。診療部は隣媛して設けられた:J.m診療所である 「あそか会病

院 | に~"'1していた。

')j、 n!1が進むにつれ、地区内の従前居住者の中に家用の敏行iが激しく、J;iHtに耐え

ない.r.や、生前が非常に紛迫して地代不払いにより地主から立ち退きを強'll!されている者な

どが相次いだために、同潤会では、 i府和 2年2月、第一IUIの敷地の協に、 「機立の処凶とし

てJ (r'I，~報告 Ji J より)仮収容所を設inすることを決定した。 この機宜という友現によ

り、同制会ではこの事業に際して当初から仮収容所の建設を計画していたわけではないこと

が統み取れる.仮収容所は、協調会の所有であった善隣館の一部を無償で貸与を受け、これ

を改造したものであった。建物内部は、6fiと4畳半のに紐mに区画され、これに三尺の抑

入と半11'の台所を付けたものが一家族に苦11り当てられた。水道と便所は共同であった。第二

19/て'11が始まって、部屋数は追加され、 戸数は全部で 22戸となり. この内6位が20戸.

41ヤドが2戸であった.この仮収容所に入居できる者は、収容資格基準、要するに、本事業

J7手当II.'iに白l'浜地区内に居住していた者のF旬、引経し先のない人々であった。家賃は、収容

.r.の従liHlo底的(!世代と家賃)を実地調査のよ.ほぼそれと同額の、 6I::=4円、 41'e半=

3円であった。

また.仮収容所内では.恩師財団済生会深川診療班が仮住居とならない部分で、無料診

療をB在していたほか、問潤会では人事相談の事務も倣っていた。しかし、これは善隣館に隣

援してiIlてられたRC造のあそか会経営のあそか病院の開業と共に廃止されることとなり、

診療もイI料となった.

以上の阪な粁余曲折をへながら.震災土地区画整理事業の換地による 6285坪の同潤

会所布の敷地は.改良住宅及び善隣!tfiの敷地として4l 7 l t平が使われ、銭りの 200坪は

あそか病院佳品tlH地としてあそか会に貸付され、 1 9 1 4坪は事業完了後売却されたのであ

る。

20.1930、同潤会‘ 『猿江裏町不良住宅地区改良事業報告書』、 P35 

1118量 問題合滋江アパート且ぴ車町アパートにおける住環境書宮

8.3計画の彼要

(j長江アパート)

・所在江東区住吉、毛利(深川区猿江裏町)

・着工年大正 15年7月22日(第一期)、昭和3年 12月2G日(第二期)

・竣工年昭和 2年 10月31日 (第一期)、昭和日 5年2f!15nC第二期)

・規模4l 7 l j)f. (iJl tギヰ~ : 37%、容積率:70%) 

・施設概要RC造、3階建住制i1 8棟、善隣館3階建 1j班

(東町アパート)

・所(E江東医毛利1-5(深川'"住吉19)

石工年昭和4jドII丹91:l

・竣工1('1凶平日 5年6f!30日

-規慎 2001'1' (j]ÞJiヰ~ : 3 G %、容積率 109%)

・胞設概要RC造、:Hトm住制i1 f甜

8目3.1敷地・街路計画

猿江アパートの敷地は. 区画整理道路によって矩形に関われた3つの佳iK(本航では各々

の佳il，zを{史宜的にA、日、 C街区と休する)にまたがっている。

1118量 同郡金援江アパート及び東町アパートにおける住環境運営 -406-



」
;;')-JQIJ}1ま北側の街区 (A街区)の中央にあり、*凶を民地に凶まれている。ここには.

!と仁 3階l.s9 tJIi. 1 40戸(うち府舗{}HH住宅 8戸)がl.s設された。大iE1 "年 iJ-lに起工

しImll2年 10月に築工している(抱工 :清水組)。 一方、第二期分法南側の 2街区にまた

がってl.s，没され.束。.{qの街区 (sl!i区)には東南の民地部分を除き、大きな中庭を因むよう

に r~ C 3階l.stilil!が配され、百世r)の街区 (C街区)には、善隣fiiiの北I)lIJの区画道路に沿って

応舗並10住械が2棟配された。第二期lには、都合 1" 3戸の住戸が建設され、このうち 35

がjお舗並用住棟に充てられた。昭和4年2月に起工し昭和 5年 2月に築工した(飽工:善隣

館とも大林組)。

この工期を、区画慾理事業との関連でみてみると.事業地の位置する第"4地区の震災

復興土地区画慾理事業の換地設計の完了、換地位i白の決定は大正 14年8月に行われてお

り、換地面倒の決定は昭和4年 7月に行われた。22つまり、同潤会は大正 14年8月に換地

位向が決定した後に設計に入り、後地商校i決定の通知を待たず、If&工に入ったことが分か

る。そのために、 ヒ述のように事業完了後に、換地而wの 30%もの土地を完封lせざるを得

なかったのだともいえよう。これを逆にみれば、減歩による而仰の目減りはあるものの.超

21. 1930、lnla司会、 『袋江slWr不良住宅地区改良，)I;!Ii報告;t}J

22.1991.縞岡峻治、 1'*京の復興計画 部市再開発行政の構造』‘日本評論社

1118重 岡沼会担江アパート及び車町アパートにおける住環境還宮 一-407-

過収用によって区商整理後の土地を大量に従前より高価に売却できるというメリットがまず

あげられる o 23また.怨過収用で得た敷地をフルに生かし.数次にわたる工)QIによって、 3JJ

3震の向由度を高めるというメリットも指摘できよう。つまり、広い事業地のなかに従前居住

荷の住める領地(第一)Qj)をまずっくり、これをもとに次々に事業展開していく、現在 「転

ばし'Jï業 J と呼ばれる 'H;詰形式である。 これに関連して、この 'I\~の企 I ， lij ・設計に嘱Jtとし

て主体的に挽わった内務行校師、 'IJ，HJ:.:は「住宅経営」で次のように述べている。

改良事業}ii去として、 当該地区内に居住若のf.Ij.{:tに当つべき住宅を建設するを

刻I自主義とItl'[う.改良住宅を郎市計画又は其の間;diのt/i勢に依りて地区外の土地に

i主 B没するを換地主義と♂i う 。 此の二つの方法は利'JH" '1~し、研究を~:すべき重大な

る'IHiiである，イギリスの主なる郎市の不良住宅地1-<:改良')¥_:tl;t， l' として此の~

I由民義に依って似るに反し、孜国に於て現地主義をf~れる.l'~[11は.孜，Iijの都di而w
3‘大体問;di胞.没に比較して広大に失して居る。 11つ交通機関も不備にして、さな

きだに11会の椛(I，，v，.たる納氏，if居住者をば郊外のi卓附の地にjuいやり.彼等に交通

tHfi に 'L ì.号本縄地に通勤するlI•til:Hの紛失を免れしめん 1 1(1ドjであった。 2 1

このように、'1'村のいう 「別地主義lとはJ}t(1でいうところの !オン サイト lo.{'; で

あり、 1)型地主諮lは lオフ ・サイト E義lであった也被nアパートのとっただii品収m;立、

このような 1 1>1地 J: .i'~ 1を')，刻するための一手法であった "1能rlもt:1laiできる，

さて ド_:tがて)QIにわたって1iわれた理111を、同洲会は r)，':1 i: r.収作の関係七lとのみ

点刻しているが， Mfかに ¥ITi[丘の{il;li配白川画は9つのfI:bliをI判Itに" ~ll配する l:':j 玲;なJト lú，i

とたっているゾJで、日iJW;;t，かなり広い'1'1立を凶む{且骨;なfIトtUrllllIとなっている。災際

に.九1m孟の l戸当たりの敷地1(ljf，1が約 7. 3坪であるのに対し.Il&び(‘街[>( (汚隣町;数

地を除く)の1，'11(1)1.'11立盲 1 '=!. '1 J'fとなっており、その比は 1. i 1(;となっている，これ

;立、;)';-)91分が!VIらかに'1'村従のいう '.!Jl地主義Jのための問地としてのrl怖を持っていた

ことと深く限1mしている l つま り‘何IJJQIの事業をお慌にし、 1圭の，);史民IH-lにゆとりを待たせ

るほ凶があったとみるべきであろう。しかも、;)';二JQIのJト"!')!;)&の大判な減少のために.吋

何Ji-:，と していたよりも!1.!に大きなJ;i}{t荻!互の1mきが、第一JQIと JQIの1::)にできてしまったと

いえよう。しかし、 l!?1非Jとはいっても、第一j明の'I'!}.:には公開がitiられたり、小さな'1'/:立を

持つ(}bI!がl.sてられたりと.外部空間の多係性という怠味では.第 二)ijlに引けをとらない社

!，IIiがなされている。

')~;!Iî対象地区内のI烹 Ilhj道路については区画幣lÆ，)¥業に頼っており、共同住宅l.s，没敷地内

の通路は一部砂利政の日j;分があるもののその太郎分はコンクリート舗道としている句敷地内

にはチーるところに樹木が植えられ、これに関して『事業報竹刀』では、

敷地内には樹木をMえ付けて風致を沿へ(主心地よきi!:宅として本地l刈，'}{j者の

午前の改汗を{h!さんことに務めた。25

23.1991. ~，i 附峻治、 r* J;~の復興計画lij 郎市再開発行政の椀迫J. 11 ，f<，if品I1

nl93G 中村1):. r住宅緑色tJ r高等建築学第25巻J.常骨量，守1)). P 1 1(; 

25.1930、同潤会‘ 1' 1..;1 別問l 不良住宅地r>{改良事業報告 ~ij . P42 
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と述べられている.また、 A街区、 B街区は共に敷地の中央に.公闘を設けており.A街

[)(:の中庭には. 3棟の 『物置兼仕事場Jとポンプ室が建てられた。 r同潤会十八年史J (以

下、 『十八年史』と略す)には、

附和十年度に第二期工事敷地内に木造二階建の授産場経二百跨並に五十坪の倉

Jillを建設した26

本会直営にて畳表科、ミシン科、塗装科、人夫の供請負科等の節目に依り.一

日平均七十人前後の男女に定戦を与えて居る.27

とあり.向潤会がー ~i. に物理的環境の改善のみを伺的としておらず、善隣館と共に綬産場

((!: 'I(場)をも設ii2していたことは注目に値しよう。またこの授産場では、ゴザ工場もあ

りーここの引去が.同潤会経営住宅の営繕に充てられていたことは、同潤会の社会事業が首

脳.!'!していることを示すと同時に、より『幅広い観点からの伶宅経営を同閥会が目指してい

たことを示すものである，

8，3.2住練配置計画

liiJiiliのように住棟計闘は.:¥街区では高密な平行配置、 B街区では広い中I定を凶む街区出

の配置がとられたが、このうち..'¥街区と B街区の問の東西の区画道路と、B街区東血1Iの南

北の区I!ffiiu路には.I苫舗並111住棟を配し、街路に沿った閥広佳Iを形成することを君、図してい

26.1942、宮沢小五郎編、 『問潤会十八年史』、問問会‘ P97

271942.宮沢小五郎編. r向精会十八年史J.同制会‘ P101 

28.1936 中村立、 『住宅緑営J r高等l:I!築学第 25巻』、常盤書房.PI'137 
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た。また、 C街区の2棟については.A街区の北側の計画道路に沿った庖舗並用住棟による

ファサードの延長を形成するものとして計画されたと考えられ、同じC街区に位置する善隣

館は、 A街区側(東側)に6つの連続大アーチをもって正面を向けている。この善隣館のフ

ァサードの正面性と、 A街区の中庭との一体性を確保するために、 A街区の善隣館に面した

部分には、道路に沿った住棟が計画されなかったものと考えられる。

また、各住棟はAlJii区の一番北側の2棟 (8、9号館)を除き.全て片廊下型の住転車であ

る。他の問問会アパートメントでは.ほとんどが階段室型の{上戸総成であり、片廊下型の住

陳はあまり試みられていないが‘猿江アパートのみ、このように殆ど片廊下型となっている

のは、設計者側に. UJJ機に片廊下型と階段室型のタイプのもつ意味の巡いがあったことを示

唆している。これに関して、猿江の設計に携わった内務行技師中村:r.u立、 ril!築学会パンフ

レアト第五~第九月.アパートメントハウスと其の管理法」 の中で、片廊下型(外廊下i主

もり)に関して以下のように述べている。

外廊下連結のJJi去は‘廊下をOpenCo汀idorとする形式が沿も多いし.廊下の部分

をCamileverで持ち出すが故に、比較的建築費の節約を Î!~ られ、[I.lî光通風共に艮!i f

であるが、Privacylこ欠如する故に、高級アパートメ ントで，ま余りt.lUlJしないが、労

働者向アパートメントには極めて適当なる案である。"イ庁のs没，;rにかかる不良住宅

地F更改良に依る改良住宅l立、多く此の形式を採JHせり。29

このように、猿江アパートが主として片廊下型j を lîJllしたのは.建築 1~の節約と t1光通

恒lの利をとり 、プライパシー欠如lの宮を受け入れた結果であり.ハ曜日下'1'1のJt同住宅への将

人ぽ‘欧米の労働省liilアパートメント(これは、アパートメントでななくテネメントハウス

と祢されていた)で多く探mされていたことを大きな理由としている。'WJl.不良住宅地区

改良・I(:.I'!としてiI!てられた猿江以外の RC造の共同住宅では例外なく什廊ド押Jの住械が主と

して探Hlされている.これを逆から読み取れば、他の問削会アパートが)'，廊下を紡傾的にli

川しなかった嬰因として、プライパシーの尊重と欧米のrl'流向アパートメントで階段宝型が

l流であったことのーつがあげらる。

一方、東町アパートは‘%titili町不良住宅地区改良事業とは日1)のアパートメント 'I(業と

して. C街区の、善隣Ri1の凶世'Iに面して敷地と隣侵して I8戸(うち、住宅 1"戸、応品目併

用住宅3戸)建設された。I問手[14年 I2月の起工、 l昭和 5年51!の竣工であった。住棟は l

陳のみであり、街路に応舗併用住宅を 3戸配し、その裏側にw川住戸を片廊下を用いて並べ

ている。東町アパートで特徴的なのは、底舗併用住宅3戸全てがメゾネット形式を媒用して

いることである。猿江アパートとは追い.一般向のアパートメントポ業であるので、居住者

も一般募集の形で入居し.各室の而f占も猿江アパートより広くなっている。liij述の地区宮居

住者の証言により、このアパートの応対iでは rネオンサイン民J r氷屋J r印刷IE'lJ r喫

茶l占j などが蛍楽していたことが分かる。

29. : 1933 中村rr.. fill策学会パンフレット第五集第九号、アパートメントハウスと民の管理法J.述

築学会、 P24、25
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8.3.3住戸平面計画

一方‘各It戸は小さいもので r4畳半+2位J• i&大のもので r6畳+3畳+3畳Jであ

ったが、 r 61'H 3畳J r 4畳半+3:1'lJのに室織成のものが多かった。各住戸の面債は大

体20ni強といった、狭小住宅であった。こうした住宅に居住者を入居させるとき、問潤会

では家族数と宅数の対応を重視した。 r十八年史』では、

貸付住宅の選定に就ては、必ずしも本人の希望のみに委せず、家族数と室数位

数とを比例せしむる如くした。尤も今日に於ては‘既に十余年の長年月を経過し町

家族数の変動に応じ、居室を交換せしむることも困難なりしを以て当初の理想が不

徹底に終わって居ることは止むを得ない現状である。30

とあり、家紋数と安数の対応関係が.十数年の経過の中で変化を来たしていることを、や

むをi!}ないこととして率直に認めている。また、同じ 『十八年史』で;;1:.

ー般に11民館:立異動多きものなるに拘らず右の如く其の異動不の比較的少きこ

とはII物が居住在の生活状態に対し極めて高級優秀にして.且つ'ぷ貨品1がtmる低廉

なるゐめ.符与1に他に転出するものなき為めであって、 (以下略)31 

と、 I，I;'O:-dの定住't"の山さをJ干価しているが、:)<際には全 2¥)4戸IjJの転LU総以計は、l別

fl12 lドから I~{和 1 5年までの 13lドn:1で2I 1戸であって、決して r"u効率の比較的少な

きlと2{J}Iされるものではなけ。

30.1912、宮沢小LiDl1編. r問潤会十八年史』、同潤会、 P99、100

31.1912.宮沢小丘町l編、 fJ百1潤会十八年史J.同潤会、P1C旧

l!l8量 間潤会擁立アパート及び東町アパートにおける住環境運宮 -411-

8.4猿江アパート・東町アパートの変遷

8.4.1戦前期

総t工アパート、及び東町アパートに戦前から入居している人がほとんどいないため、ここ

では、入居者の選定と住宅管理を中心に考察することにする。

l司潤会の「共同住宅貸付規定Jでは.その第一条に.

共同住宅は本会の胞行する不良住宅地区改良事業必'下の~I時 l該地区内に居住

せる者に之れを貸付す但し貸付戸数に余剰を生じたる!'.J合は此の限に在らず

本住宅を相当流 lJありと認むる者に貸付くる場合に}~ては以ド各条の規定に

依らず本会住宅貸付規定を適用す32

とし、後江m田IでのIt宅改良事業が、従前に事業地に住む.(1のみを対象とした事業であっ

て、この点で同会のアパートメン卜事業とは根本的に見なっている。さらに 実際の入院i'i

協については「収容資絡基準」によって、

(1)東京方而委員謝育方而カード第二極 (辛うじて生活している梓)の制民生活際準額

を準JfJした収入制限に迎合するもの

(2) 1'1由労働者

(:3 )附答者

(4 )居住立地限定府

O)tJfijjを規定している。居住者の異動等により .空室がtHた制作には、 「収容資持基準l

を経える従前I由区内氏住者、一般入居希望者の順におlり仮ることにしている。一般人民希望

♂の場合の入居資協は厳しく 、 『事業報告書』には

Txる可〈 資産収入の過大ならざるもの、余りにit牢1ならざるもの(余り貧的な

るは当地I~浄化のæj ~!f.となる処あり)及思想性1 ifillJfなるもの33

としている。特に、第一月l工事分の 140戸は.第二JVJ工事地区内のI，I}O:.(';'に限って貸し

付けている.

また、同じ「共同住宅貸付規定」では、水道料金 .. 立灯料金は居住者負担としているが、

ガス料金のみは半額としている。ちなみに‘アパートメント事業にi菌剤される『住宅貸付規

定j では、その第6条に水道料金.電灯料金.ガス料金を共にrs住者の全額負担としてお

り. アパートメ ント事業に比較して.共同住宅の居住者のu犯軽減がこうした而でも図られ

ていたことが分かる.ただし、 畳表の取り替えや襖の張替に認するi'i朋はその半額を、関子

の'Hiり替えや腹芥.3電尿等の処理に関する費用はその全磁をI.rH主4守口組としている点は、共

同住宅とアパー トメン トでは変わらない。

32.1934.宮沢小五郎編‘ fJ司潤会十年史』、同潤会

311930 同初会. rJ;i江i!!町不良住宅地区改良'fI業報告書(不良住宅地区改良事業報告苫第一樹)J、
P16 
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また‘，tl備而からみてみると、他の多くのアパートメン卜事決によるアパートのダストシ

ュー トは、独身室を除いて各住戸内の台所から、直後ごみを泌とせるようになっていたが.

紛れアパー トは基本的に片廊下に而lしたダストシュー卜を使うようになっていた。つまり.

わざわざごみを捨てに廊下にまで出なければならなかったのである。東町アパートも同係

に、的;FIこH¥てごみを姶てるようになっていた。このことから考えると、東町アパートも.

少なくとも設備の1mでは猿江アパートと同係のl:l:隙になっていたのである。

11¥8量 同潤会掻江アパート及び車町アパー トにおける住環境運宮 -412-

共同住宅の模準家賃は、 一般のアパートメントに比べ、ほぽ半額に設定されており、 I畳

辺りの一カ月傑準家賃を、住宅では0.8円.底舗では1.25円と定めている.かつ、居住者の所

得額に応じて家賃を決定するいわゆる 「応能家賃制度Jがとられている。同潤会の家賃決定

内規はその第4条に r所得月額の-;1;IJを以て当該借家人が負担上忌も適当なる家賃額と仮

定すJと定め、さらに 「世*主の特殊技能の有無J r就駿の安定性J r 6 ;:;歳以上の高申告者

と 13歳以下の務年者J r障害者Jなどの項目により、家賃の傾を事細かに調整している。

このように算定された「家庭家賃額」と「僚準家賃額」のいずれか低い方を家賃として徴収

していた。家賃鰍l立、居住者生計調室をi直して l年毎に改定されていた。このような姶置を

『卜年史』では、 riJlJ!lf;的な方法j と表現しており、 当時 「応能家賃制J&Jが画期的な制度

であったことを物凝っている。こうした家賃は.善隣館内に設けられたti'l1I1事務所に納めら

れた。管埋事務所では‘このほかに土地建物、諸工作物の維持竹尾!を行っていた。

こうした手厚い福祉策の下で居住者たちの中には.自発的にIri'番組合を過して貯蓄するも

のも現れたn PJ~)誌報告 ] J には、この際子を以下のように記している。

各厄ill者は従来の階屋から新築堅牢の新屈に入ってその環境、気分の一新した

のと家賃の低版であることに感じ当初二年間は家賃の納入を延滞する者一人も無い

のみならず生活に多少の余裕を生じるに至ったため自発的に相凶って亙助会なるも

のを組織し組合貯金を開始し其の貯金額はl昭和凶作|て月現花の 三九i止併を合せ

て'J~に三千江百闘を算するまでになった。 3.1

このように、 i被liiiJPIは.同潤会による社会事業として‘数々の問O:.f1俺i迎t:rillが閃られた

のであったが、実際の居住.{iの動向については明かではな(¥，

8.4.2戦中戦後35

総1工アパートは、1"1閥会解散の後住宅営団の管鰐となり、 rO:iI:アパー トlと併していた

(ここではII利アパートと呼ぶ)が、 柳島.汗I砂と同じ1~{fIl 2 0イf:3JJ I 0 t:Iの空襲によ

り、猿江アパートはほぼ全焼してしまった。しかし、東町アパートは、 oんでいた居住者に

よって、延焼が食い止められ、ほとんど戦災の被害は受けなかった。

住利アパートでは、各所にかなりの煩害を受け、コンクリートの躯体を残しでほぼ焼失し

てしまい、戦前の居住者たちは厳散してしまった。アパートからは国鉄錦糸町駅までも速く

見通せたという。戦後すぐの入居者によると‘当時中庭には 「ござ工場Iの焼け跡が残って

いたそうであった.このござ工場というのは、昭和 10年に伺il司会がJJlてた木造2階建の佼

K.場のことであり、そこで公表を生産していたので.戦後の入院在が 「ござ工場j と呼んで

いるものと思われる。

34.1930. 同潤会、 l猿江且l!f不良住宅地区改良事業報告曾(不良住宅地区改良市業報告書第-IilJJ、
P 58 

35このJ己述は.M沢住利町会長から聞いた話と、 1981.江東区企凶広報部企画諜 「集合住宅自苫』、
PP69-71をもとにしている.
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戦前の居住者は、疎開したり焼け出されたりして厳散してしまい‘終戦時には空き室がか

なり多かったそうである。終戦後復帰してきた居住者は他の同潤会アパートと比べて少な

く.空B後しばらくの問、空家が多かったといわれている。

その後、戦後の住宅営団の管理の下.猿江アパートは.三菱製鋼を中心とする「鉄鋼協議

会Jの社宅として使用される。 三菱製鋼では 100戸を借りたそうである。その他にも、ガ

ラス工場.m気関係の会社、筈察署などの寮としても使用されていた，この頃には.戦前居

fl，.(fは数名しかいなかったそうである。

Imn20年の空襲後、疎開先からー需品初に戻ってきたのは、男衆であった。彼らは.焼

けて似体しか残っていない、ワンルームと化してしまったアパートの修復に自らのてで取り

掛かった.当時、アパートを所有していた住宅営団そのものも仔亡の危機にあったため、居

住行が1Iらの手で修復作業をするより他に道はなかったのである。したがって.彼らはア

パー ト州辺の、疎開して居住者の居なくなった家や焼け跡から.廃材を姶ってきて、つぎは

ぎだらけの:容や扉やis只で、住宅を住める状態にしていった。こうして.とりあえず住める

状態になると、疎開先から妥や子供が帰ってきて家族蹴って住むようになった。しかし、水

道、 7自主しガスはもちろん使えず、夜などは、11Ilにilhとひもを乗せてランプ将わりに使うな

ど、 [1)

い物にはならず.中庭にはバラックの共同便所が多数isてられて、異臭を敬っていたという

，flt，1"もあった。その後各戸に沼気 ・水道が引かれたのはI凶和;!1年のf;;れであり"包気につ

いては、アパート内に防を稿えていた沼気!苫が全てやったそうであるa 各戸の給排水設備が

622iifされたのは、附和 27、8年のことであった。

余‘iiEになってしまうが、現花(平成2年当時)アパート内の住吉公闘(.-¥街区の中庭は払

れずによりiUR区管絡の住吉公園となった)の船にある稲荷神社は、 1 1月館に住むおじい

さんが. !J'iけ跡から治ってきたお稲荷さんや首だけのお地殺さんを、 1 1 .}tl1'.の屋上にii!.lい

て1ftII !Iんでいたところ.近所の人から気持ちが:~いから f"lとかしてくれと言われたのを機

に、I}，I(Eの{まu'(に社を造って記ったのが始まりということである。

このような終戦直後のアパートはまだ住宅営団の管思下にあった。

8.4.3土地 ・建物の払下げと住江アパート借家人組合・ 住利町会

閉鎖間際のGHQ下の営聞は.11:1問問会が所有していた住宅を土地と共に居住者に払下げ

ようとしたが、当時の凶住者が、そうした大金を出せるわけもなく .何とかしてこれを防ご

うと.fE利アパートでは、 f住江アパート借家人組合」 を組織してGHQと交渉した。その

結果、 一旦東京郎に権利を買ってもらうことにしたが、 部の方では当時 I地代家賃統制令J

のために住宅経営のメリッ トもなく ‘これをしぶしぶ及知したそうである。

こうした交渉には‘ 1 {主江アパート借家人組合Jがあたっていた。その後.住宅営凶が正

式に閉鎖された昭和 21年の翌年には.すでにアパート内のm築に館する取り決めがなされ

ている.これは、 GHQ管理下においてのことであった。この取り決めは、住平1)アパート借家

人組合の'!'にあった 「土地委員会j によって決められ‘j苫銅i併用住宅で尚売を営む者に対し

一一第 8置 問調会!I江アパート及び東町アパートにおける住環境運宮 -415-

ては、 13尺くらいまでなら裏側への噌築は認めるj が、 2階、 3階部分の繕築は認めない

というものであった。36護側とは、街路の反対側、つまり片廊下のあるほうである.

住江アパート借家人組合では、こうした槽築に関する取り決めのほかに.昭和 21年の夏

に‘居住者の労働奉仕によって公闘をつくり直すことをはじめた。まず、戦災による戦前の

焼け跡の笠理から始まった。焼けたゴザ工場の跡を 3尺ほど細って、サマータイムの帰宅後

の時間を利用し、述べ 2280人の協力でようやく公闘が完成した。公凶の完成の後、これ

を記念して運動会が毎年1mかれるようになり、夏には毎朝、ラジオ体操も行われるようにな

った。

その後昭和 25年に一時は東京郎の都営住宅となっていた{上手1)7パー ト{立、昭如 26年再

び東京都から、払下げの打診を受けている。これに対し、 1[1同潤会アパー トメン卜 14団地

が、他の木造住宅団地とi!Jj悦し、 一ツ橋で集会を開き、 l主J江相:と交渉した。 交渉の結巣、 fム

ドげは例々の団地の.)~約に合わせて、 土地と建物を月1)々に払トげ.払ドげを JJ 賦によって行

うことになったそうである 37

その結果、{主利アパートの場合は、現在の住吉公闘を除く部分の i一地と、is物をはい取る

ことになった。」地の所有形態;立、 1~9 号館、 1 0 ~ 1 ::; ~ }(l¥'i、 11;・I7 ~}航の 3 ifj[3( 

に分けて、各ifj区において一定共イ[となった。 BifI区中火の公闘は、そのままとれ地となって

いたが、後Jこi[)l!llが浪り受け、公民!として管理するようになった。 また"守隣n¥'iにつけて

;;1:.医療 i刊を委託していたあそか会病院に.同時に払い下げられたd 公I~I はその後. 住民の

EEdiにより、郡からR:にi9iイ[が移っている。

'I~Hlr アパートは. -iiの t地として、属住者の共同所イfとなった，

36.1980. r座談会・体験的集合住宅論j 、 『ジュリストt自刊総合特集 集合住宅一居住性と維持 ・管
理』買¥1 7号ー有斐|制

37宮沢会長の話より.

間8量 両沼会規江アパート及び車町アパートにおける住環境基宮 -416-



図 202，払い下げ後の土地所有の形態(平成2年)

一」 」

「

名で

f 

紅、ドげの後， r{主iIアパート借家人組合Jは、 l昭和 24、5年に、 r(t利鋭手[1会j と名祢

を変 !l! した。 (1:利続和会は昭和 26 年に.団地内のもとポンプ小~ーのあった敷地を東京都か

ら借り受け、町会事務所を開設した。その後この田l会事務所の土地は町会名義で払い下げら

れた。さらにl則和 28 {手頃に現在の r(J利町会」となっている。

早川の(1，利回J会は、会長 (1人)、副会長(2人)常任委i1(1 2人)から椛成されてお

り、点目[アパートもこれに入っている。また.田T会では、 "dli区を 「毛利地区J• B桂il豆、

C仕jJ正を 「住吉地区j と呼んでいる。町会の活動は. 一般役μ会、対人間;会、下供会等に分

かれており‘各号館ごとに役員が選ばれている。 1つの号館の住戸数が多い場合は、各階ご

とに選ばれる.他の問潤会アパートの多くでは、階段室ごとに役員を選んでいるケースが多

いのに対して、住利アパー トの大きい住棟が各階ごとに役員を選んでいることは、同澗会の

当初の設況が、アパートは階段室型.共同住宅は片廊下型であったことに大きな要因がある

と忠われる.

さて.町会の主な活動は、消防、衛生、交通安全運動などの行政の補完的な活動が多く.

M住は特にJ1て替えを巡る問題が中心となっている.

町会は、住吉公閣内にある当相J[iilrl盟会がポンプ小屋として建てた RC造の小屋を改装 J<11 

築して集会所とした。町会の寄合いはここで行われるが、町会活動以外にも、毎月 2回の有

志によるカラオケ大会、奥さんたちの習い事(うた、 三味線等)、子供会の行事. I商応会の

lII8章 間沼会E置江アパート及び車町アパートにおける住環境運営
一一一一一一ー-417-

会合等が行われている.また、葬儀のときは各住戸が狭いので.ここを会場として提供し、

中に備えてある什器も貸すことができるという。

次に戦後の泊築に関する取り決めを見て見ると.先に述べたようにすでに昭和 22年に

は、 1 ~皆の商底に対して、

r3尺くらいまでなら辺自IJへの明築は認める」

r2、3Jll!iの人はm築祭止」

という取り決めがなされていた。

その後この取り決めは、若干緩和]され、

rK')築は 1 5mくらいまで_¥l.¥側へ認める。 (1、 2‘3附とも)J 

と変更された。 (~与 JQJは未定)この取り決めに対して、 l階の!副主将l立大いに質成したそ

うであるが、 2階、 3階に住む人は.もともと明築できるスペースがJJ常に限られていたの

で、l'，')築そのものに大して反対したらしい。

ともかく、こうしたl'，')築に関する取り決めは、 l昭和 3:3年同1まではかなり守られていたそ

うであるが、 HI[会長がI~j和 33 年に交代するに及び、Jí'l築に|もlする W~ ~が緩くなって、 次第

にM秩序なm築がJi'lえていったそうである。

こうして.次第にm築がmえてきたのだが、 l自和 5311'に町会はさらに、

I ~，~~を1fう際(;:1:， J地委μ会(住吉地区 12 1戸、毛利地区 I，10(;で椛成)へ月1;ザiし

て 1'1分のt也氏の七地委u会の詐吋を併なければならないl

という取り決めをしている。これにより、それまで無秩Ir-であったm築;立、ある限度緩和

されるようになった。

なお、点目fアパートでは、(J:利町会とは別にJ1物の管却を行っておりーここでは.後の

ケーススタディ述べるように、 -I;f)Jj')築が祭じられた.東町アパートのように IU窓も合め

て 切のl'，')築を然止しているアパートは、ほかには見かけるこ とlまない(あえていえば上野

ドアパートくらいか)。点目lの場合は、 21戸という少数の住p'より成り、tっているので.

なし iûí し的 lこ~，~~が始まるといったことはなかったのである ョ

8.4.4再開発

猿江アパートの再開発の話はすでに昭和50年代から山ていた。実際にコンクリートのか

けらが尚応桂Iに滋ちたという話もある。この建符えjgj題で焦点となっていたのは‘やはり高

齢者の不賛成という問題が大きかった。つまり、 l 階については家政で尚売を営む者が多か

ったが 2，3階の狭小な1m取の住戸では‘子供世代が次々と町怖の鋭を残して転出してし

まい、その結果残った日齢者は、J1答え員三に対して「このままでよLリ というケースが多か

った。こうした問泌は、他の問問会アパートに共通の問題である。

その後猿江アパートは.東町アパート・あそか病院とともに.第一回市街地再開発法にu;

く組合施行によってJ1許えられ、現在では 20階を趨す超日間!t合住宅が3陳述っている。

第8宣 同潤金援江アパート及び東町アパ トにおける住環噴直宮 418-
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8.5個々の居住者による住環境形成

すでに述べたように、 t首築に関する取り決めは.以前は r3尺以内j というものがあった

が‘刻化m築したい場合は.毛利地区 (A街区)と住吉地区 (BC街区)にあるそれぞれの

r 1:地委n会Jにその旨を申訪しなければならない.そして実際に;;1.各号看護との話し合

いによって刷築ができるか活かが決まっている。

ここでは以下に‘それぞれの住棟タイプごとについて実際に地築が行われている係予をみ

ることにする。

I !5'!¥が!t1i品目となっている住棟i立、 l、 10‘ 11、 1 2、 1 3. 1 G、 1 7号館の令8棟

である，ここで特徴的なことは、 l階がf.s舗として設計されている場合iま 2・3附がセッ

トパ yクしていて‘その分のベランダが2階の窓外にあることである。つまり 、このベラン

ダを足跡りとして 2階rm分の街路側にJ也築する場合が多いのであるが、このベランダを足掛

りとした附築が、猿江アパートの現状の町並を大きく印象づけている s ここで、そうしたl¥'l

'.4:¥がれわれている 2階部分に註日すると. 1. I口、 I 2、 I 7巧航法比較的均質に附築に

m泌されていることが分かる(F閃参照)。つまり .ファサードが統一されている。これに

t.tL. I 1. I 3. I (j :;fifíで ;まあまりl\'l築の外li，~lIljが整っていない， これぷ . これらの住

flIiが全てL字引をしているので、用築が伎術的にしづらいというDl![11も巧えられるが、 m築の

際の 11fi し{~いがうまく行われたかどうかも、これらの附築のファサードの統 ;5を考える上

で ;r!民な~ぶとなっている。

8.5.1 i普築

-
420-第 日露 間澗会111江アハート且び里町アハー トにゐげる世翠壇運宮
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8.5.2復敏戸使用

増築分布3階

~直田

型Z
EJJ'J [LEJ 

図 204.10号館の士宮改築による変化

建設当初

併すで雪

瞳耳匹司
一一一日

1階

現状

図205は、猿江・東町祭アパートIJ)，平成2年事典における持家と借家の分布状況を示

したものである。向アパート合わせて全 31 5戸の中で 19 1戸 (60 6 %)が持家であ

る。これは，J.s物が払い下げられて以来ほぽ40年間で 124pの家族が何かしらの形で地

区外に転居したということであり、 l 年当り 3.2戸が転出したという計算となる。

一揖8量 同潤舎建江アパート且び買町アパートにおける住環境蓮宮 -421-

図 205.持家・借家の分布
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;jj el111J 
次に.図 20G:まIJijyパートにおける復数住戸使用の分布を.伴家と{作家ごとに色分けし

たものであるが、 一比して、復数のft戸をその使用に充てている家肢が多いことが分かる。

これほ‘平均 20数rn'という狭小而.h'Jを考えると当然のことのように忠われる③闘をみてII)j

人

らかなように毛利地区 (A街民)の内部では非常に帥;;~した筏数戸の附I関係が見られるの 「
に対し、 1 4・15号館や東a1rアパートでは各住棟内で、複数戸使fJIの関係が完結している

傾向がある。復数戸使件jのきっかけとなるのは、空家村i桜が日常的な会話の'1'で、一極の生

活情報として疏通することであるので.逆に複数戸使用の完結度は， tt転車内の日常的なコミ

ュニケーションの完結皮をも表しているといえよう.こうして見ると、 l号館と 12号館の

Ii司に所有関係のつながりを示す線が多く見られるのは‘この辺りを介してのコミュニケーシ

ョンが活発に行われていることを示しているともいえる.

第 8宣 同潤会掻江7パ ト且び東町アパートにおける住環境運営 -422-



図206.複数住戸使用の分布

8.5.3 n戸 1it 

次のケーススタデイ 1で見るような、増築部分で隣合った住戸をつなぐOll!l、3例Ilど貝

られた。しかし、代官山や清砂通りで貝られたような、隣戸どうしのRCの界笠に穴を穿って

つなぐ例|ま貝うれなかった。これは柳島と閉じであるが、 11P島のように上下階をつなぐ例は

貝うれなかった。

一方、東町アパート l正、街路に面する 3つの住戸がメソネット形式の庖錨併用住宅として

設計されていたのだが、戦後にIl上下の階がそれぞれ分かnて使用されるようになってい

る. (ケーススヲディ 3)これ1;¥、終戦直後の住宅聖堂のために上下階を分けて使用していた

ものが現在まで続いているものと見ることができるが、同澗会アパートの中でも、このよう

に 1戸を 2戸に分けて使用される例IIIまとんどなく、 極めて特殊な使用状況であるといわざ

るを得ない。

第百 S 問調会lR江アパ ト且び買町アパ トlこわける世議喧運宮 一一-413-

8.5.4用途転用

まず毛利地区 (A街区)に関しては. 1号館の庖舗部分以外はほとんどが住宅として使わ

れていて、北側の通りに面する部分は倉庫や車庫となっている.これは図 207の周辺の建

物の用途を見ると分かるが、毛利地区の北側は比較的工場などが多いことから、車庫や倉庫

として転用されたのであるといえよう。

また、住吉地区 (Bl!i医)にI到しては、北と東に商応が，lf(び.もとJTi舗であったところは

ほとんどそのまま底舗と して利用されている。ケーススタディ lで見るように、現在はしも

た屋となっているところでも.以前は小規僚の底を構えていたところが多い。また、 14・

1 "号館は、もともと住宅専用の住棟であったのだが、 l 階部分には家内工業を営んでいる

ところも数軒ある。

住吉地l王 (C街区)では、当初に庖t;IUとして計画されたところがほとんど住宅や合庫や事

務所になっており .府舗として手成2年現在使用されているのはたった l軒のみである。

点目Iアパートは. :3戸の倍舗が計画されているが居梢W.針灸院、 (i:IJ;となっているa こ

の(}I万は、ケーススタディ 3の住戸であるが、以前は応を聞いていたー

以|のように、猿iT.アパートでは 周辺地域のJ1Ji主に呼応するかのようにIlt{tifiゃ{tI.':.が111

i主変'1!:されているのである。

囚 :zJZ(喧丑ij5
EEYE君!止ユ-
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調

戸「「i:1二Jl

l匹匹日皆崩!t出14 j 
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子供が沢山いて繁盛していた。母親はいわゆる戦争未亡人で.入居したとき私は中学生だっ

た。家族は、 fll父と母貌と私の3人であった。入居して2、3年して、もんじゃ焼とところ

てんを始めたが、ところてんは一つ5円で、直径30c m高さ 40cmくらいの缶が毎日 3

4>:は売れていた。冬になるともんじゃ焼を焼く練炭があって暖かかったので.駄菓子を買い

にくる子供たちはなかなかここから動こうとしなかった。また、学校が近いのにもかかわら

ず‘文房JU量がなかったので、文房具をj苫に置いたところ大繁磁したこともあった。

食事は、6f(のところに丸いちゃぶ台を置き、 3人で. fll父が作ってくれた食事を食べ

た3 この 6-)Cでは3人で布団を並べてむていた。使所の前が私の勉強部屋で、おj古の部分は

F分が土Wlになって駄菓子を並べていて、もう半分は3位くらいの位の部屋だった。ここに

もんじゃがEの鉄板を置いていた。

戦後すぐはトイレが使えず、私が入ってきた時はまだなかった。すぐに公闘の中に共同

トイレがlJlった。 私の家はトイレがすぐに使えるようになったので似しかった。 !i!~後すぐは

時nn給本だったので、ドI，jiiで水道官から勝手に水を引いていた家もあった伶

戦争でほとんどの家が焼けてしまったが、戦争で焼けていない[刊i以があって、コルクが

絞っていた。 f U~は、 4 、 5 人のところが多く、ここの 1:の件?は 2 人からろ人くらいの「供

がいる家が多かった。だから駄史子屈は繁盛し、この周辺は f供でうる さかった。 f供たち

は公民.1や 「トンネルI(1号館の'1'火の、街路と公闘を結ぶ通路)で遊んでいたが、 l号館

のある毛利地l疋とl判s!'Iの住占地区でiJ..小学校の学区が巡っていたので、 (-U¥たちもニTに

分かれて、ここの l 丹 anのトンネルを使って、通りを侠んで'ìi~ '1'こ'っこをやっていた。ま

た.W_I:でも f供たちは遊んでいて.まるで運動場だった。そしてよく給水タンクに吸った

りして叱られていた。ここからは何回の花火がよく見えていたo I ~ }~iiのトンネルは、ゴミ

を集める場所になっていて、ゴミ昼が大八車を引いてきて.ゴミを収集していた。

戦後この辺りは木造 2階建が多く、パラックもまだ2. :3粁銭っていた。この家の点目革

はもともと医.，v，が住んでいたが.そのうち八百屋になった。v'i隣Jまもともとダンボール段で

あったが.そのうちふとん局になった。

当時はliijの泊りは舗装されておらず、 戸のi湿りの西の)jに材木}せがあって、人通りが多

く.賑やかだった。まだ牛や，!J~が沢山通っていて‘向の五百で仰まったりすると 「お土必」 を

i泣いていくことがあったが‘別に気にはならなかった。 f総平II(-};.さま lという縁日がある

と、この通りにはたくさんの出庖が出て.賑わってっていた。しかし.Jffの通りが激しくな

ったので、 l 5、6年くらい前に舗装された.

住吉公闘では盆踊りや運動会が行われていたが、盆踊りの時となると公l却の中に祭り小

E量がIIIったり出l苫がtHたりしていた。

家では、ピアノをj?(く部屋が欲しかったので裏側に3尺m築した。今まで絞ていたとこ

ろは東側を l位つぶして2段ベッドにした。t官築部分は便所と台所をill出11にlJlて出して板の

間とした。押入のあるところの342の部屋は私が文化服装学院にii!iっていたので.i下級の仕

事場になった。ここの 3f;:の隣の、ピアノを白いている 6位のrruAれま 一体として使って.Q

るのも食べるのもここであった。

8.5.5保存行為

先述のように、猿江アパートでは戦災によりほぼ全焼してしまったために、 「保存行為j

の対象となるものは見当たらない。

しかし、束町アパートで:j:，多くの住僚が焼け残っているために、窓の木造サッシや内部

衣装である ~;II::Iがそのまま残されている住戸が少なくなかった。
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この家肢が入居したのは‘昭和 22年であった。その前は、他父が東陽町のガラスてJ詰に

卸Jめていたので、京協田Iの社宅に組父と母綬と 3人で住んでいた。ここは以前知り合いが駄

史子肢を営んでいたところであった。そこで母鋭もここで駄栄子尽を始めたのだが、判的lま

r 

8.5.7ケーススタディ 1:泡築によって隣合う 2戸を連結した帝11(猿江アパート)

8.5.6外部空間の利用
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抱父が昭和 41年に亡くなった後、昭和 42年に私は結婚して墨田区にあるアパートに

引っ起したので、ここに母親が一人で暮らすようになったo ~豊田区のアパー トでは昭和 43

年に長男が生まれた。

~H回 l誕のアパートでは、子供ができて夜泣きなどで隣の住人から苦情が出たために、翌

年の昭和44年に、隣に音があまり響かないこの住利アパートに引っ泣すことにした。引っ

魅した後は、ここの6位の部屋で食事をしていたが、母娘は3径の部屋で、私達は6畳の部

!i{で泌ていた。6位の部屋l立、子供がいたのでいつも散らかっていたが、夕方夫が帰ってく

る時nHには片付けなければならなかった。

附和11ii年に、凶隣を民った。隣はもともと段ボールやで、紙の箱を作っていた。ここ

はl:に作業場となっていて、この棟の2階にも部屋を持っていて、食事は2階の部屋でして

いたよ うだa ここの奥さんが段ボールを作っていた。ここには段ボールを銭断するための大

きな機械があって.段ボールの附を人れるための 「ムロjの係なものが土問に剃ってあっ

た叶この穴は ノトでも物入れとして使っている。この隣の住戸を口ったときに、 ili側に附築

して{山町を一つつぶして 2つの{j。宅をつないだ。

I~WI4 (j jl: に次 9~が生まれ‘改築した。 842の住宅を z没け、押入を作って‘大きな機械

のあったところは阪の川にして、ピアノを白いた。H::のil官民で，立、千fJtnJのベッドをi泣い

て制 (- 1 人でUていた。 {;}$l!はそれまでのように、 31'(でUていた勾 食 'J~ もそれまでと変わ

らず.ti fcの郎厄で凶f(Jいこたつをj在ねた台でとっていた妙ピアノを;;'1く部屋の隣の道路に

1(liする部分ほ.，1<;，1，'として使っていた。当時はスバル:3(j 0を持っていたので.この小さな

'1(j.J(にも市を停めることができたa 今事は.ホンダのシビ yクを持っているが、これをi'iう

とき;ま11(の大きさで選んだ。車li1iが空いているときは、隣の八円陪さんの何物をii;l:いてあげ

たりもした。

(-Otが小γ・校にi且うようになったl昭和 5Q年代の前下に;立、 G，~cの ffj~尽にf供の勉強机

が二つあった。J::<9Jの机が勝手口から丸見えで.嫌がっていたので、見えないところに机を

移動したゆ

Iml16Q 年くらいから付属lの只合が.;~~くなり . 駄正( -!'-肢は!別!苫休業の状態だったので、

1~{flI6 2年くらいに駄菓子屋はやめた。平成元年に母観が亡くなってからは、駄菓子屋だっ

たところを家族みんなで日曜大工で板を張り.長男の部尽にした。現在は、夫婦が6位の部

民で従て、長9Jがえおr.!iだったところに夜て、次男が8-dの日s斥で筏ている。食事は6位で

している.

~8 軍 同潤幸福江7パート及び東町7パートにおける住環境運宮 -427-

図 209.土器築によって隣合う 2戸を連結した伊l

8.5.8ケーススタディ2 子供部屋をはなれに持つ例(猿江アパート)

私はl昭和 22年にこの場所で生まれ、もの心のついた可iは、家族は父とほと兄弟5人だっ

た。兄弟は、兄 2人.姉、私、妹だったが、二番目の兄と妹は幼くして亡くなった。子供の

頃は、住吉公闘のことを「アパー ト公閲Jと呼んでいたが.今は略して 「アパコJと呼ばれ

ている。当時はいつもこの公闘で遊んでいて、紙芝居や粘土屋さんが来ていた，紙芝居のお

じさんは毎日 3時か4時くらいの、ちょうど学校が終わった頃にやってきた。粘土やさんは

毎週 l階くらい来て.子供たちは「どっこいしょ粘土Jと呼んでいた。粘七やさんは、粘土

の型を売るのが商売で、小さい粘土型で何か作ると、 「ょくできたJとほめてく れて、さら

に大きな粘土型に挑戦していくというものだった。また、この辺には駄菓子屋さんが沢山あ

って、もんじゃ鋭などをよく食べた。当時、もんじゃ焼は一つ 10 PIだった。公闘で遅くま

で遊んでいると、おりさんたちが「ごはんですよおJと呼ぶ戸があちこちの階から聞こえて

きた.

第 8童 向潤金掻江アパート且ぴ車町アパー トにおける住環境運宮 -428-



この頃家は、 61:(の部屋がーっと 3畳の部屋がこつと 2畳の台所があって、父と母は6

rdの部屋.兄は奥の3畳で寝ていた。食事は6畳でしていた。昭和 39年に、病気がちだっ

た父が亡くなって、兄と姉が家族の生活の面倒を見るようになった。昭和 42年頃には、兄

と姉が別の場所で暮らし始めて、私と母の二人きりの生活ーになった。母はこの頃から寝込む

ことが多くなった.

私は.I!i'{和 45年に結婚して船絡に住むようになった。そのためこの家は母だけで生活

するようになった.しかし. ~4 6年には、母が右半身不随となったため、夫と共にここに

~i~ ってきた。 この時、 l苦は奥の 3 f'tで、私たちは 611:で寝ていて、食事は手前の 3世でして

いた。 その後.昭和 48年に長男が‘ 50年に長女が生まれた。

子供が小学校に行くようになって昭和 56年の 12月に部屋を改装した。このため、

I ;! f}t!Hの3階に部屋を借りて仮住いをして、昭和 57年の正月は仮住いで迎えた。改装

;立、 6~.:: と 手前の 3 位と台所をつないで板張りの l 室とし、造り付けの大きなクローゼット

をつけた。 この11おま.舟は奥の 311で筏ていて、私たち 4人は一つになった板猿りの部屋

に.布I .ft を J~べてむていた。 布団はクローセ.ットにしまっていた。

I~{和.:; 8年に犬が亡くなり、お葬式はここでやった。このHι 隣の家を借りて着伴えな

どの文皮をした。その後附和 60年には、同じ階の 2軒おいたところに‘当時中学生だった

l:dJの郎F誌をi!?りた.そこには母のために大屋さんと相談の仁ユニァトパスを躍いた。長

引;まここでUるようになった。

、ド IJ~ 2 1fにほが亡くなり、お葬式は町会事務所でやった。 今は奥の 3 1'~は物置として使つ

ている J

第8量 悶潤幸福江アパート車ぴ車町アパートにおける住環境運宮 -429-

図 210.子供部屋をはなれに持つ例

現状

8.5.9ケーススタディ 3 40年間士宮築をしなかった例(東町アパート)

町{fl122年に.焼けたままのこの部屋に引っ位してきた.家肢は夫婦2人だった.夫i立電

気工事関係の仕事をしていて.そこの社長さんの家がちょうど新築中だったので、社長さん

の息子2人と娘 l人で住んでいた。社長さんも週末になるとここに泊りに来た。息子さんは

高校生くらいだった。食事は木の符の上でして、 611:くらいのf出足で5、6人がuていた。

社長さんの家が3カ月くらいしてi1ったので、それ以後は夫婦2人で生活するようになっ

た。

l附和 24年のキティ台風によってこの辺は洪水になり、人の1rの日さくらいまで水が満

ちてきた。このH寺.42はそのまま水面に浮かんだので、家lH辺nはあまり的れずにすんだ。

I昭和 30 年、 6 歳だった，口、子を益子にとった。この年.改築をして~I'人と[史所を作っ

た。 それと同時にI:I:nの部分を 「靴の修理屋さんJ に貸した. 台所以外の 1~ 1::jの部分だけ阪

で仕切って、そこに靴底さんが入った。昭和 33年には r靴の修理屋さんJ:二貸していた

第呂璽 伺潤会猿江7パート/}.び東町7パートにおける住11境運宮 縄30-



部分を.夫の仕事の関係で電気修理をやる底に変えた。さらに昭和 52年に;立、電気修理底

を業者相手のクリーニング庖にレて営んだa

昭和 60年には夫が亡くなり、 ~61 年に息子が結婚する際、現在のように改築した.

このとき家具は全て買い直した。この時土問をつぶして、 6)~::と 3.~と台所を造った。息子

犬鮒は， 6 ~(の部局に.私は 3 主主にflている。

6 2 ff.には、孫が生まれた。寝るときは、はじめは 6{'(と3畳をガラス戸で仕切ってい

たが、五Iは持いということでいつの間にか、ガラス戸を外してUるようになり‘今では年中

ガラス戸を外して生活している。

原形

図 211.4 0年間指築をしなかった例

ゑ''''''恨'1
現状

lI¥8章 向調会環江アパー ト及び東町アパートにおける住環境蓮宮 -431-

8.6居住者組織による住環境のコントロール

8.6.1同潤会の管理

猿江アパート・東町アパートでは、戦前の住~境の係子を珂]る居住.t;に会うことができな

かったので、実際の所は分からないが、当初の設計図を見ると、 II号釘;の角の部分は「巡

査派出所Jとなっており.不良住宅地区改良事業後の居住者を敗視する役割を但っていたも

のと思われる。アパートが建設される以前i立、ここの通りを挟んだ向かいmllに派出所があっ

たことを与えると、この派出所がアパート建設と同時に組み込まれたものと怨像できる。こ

の{部分ほ後に応品目となっている。

同澗会では、特に猿江アパートの経営に然心であり.日本で始めての不良住宅地区改良。l'

3誌がどの!'iH主!i!U)!するかを凡守っていた。つまり II回にわったって何年 「共同住宅居住省

生計調代報告!iJ を発行していた。 これi立、 当時の低所符.x.~~1の経済的な状況を!e保するた

めにはeu長な資料であるがー残念ながら絞前の管Ej!状況を犯保するためのもtItulまあまり拘載

されていない。

8.6.2居住者組鑓

戦術のように、戦後、 GHQからの払い下げのために 「住江アパートU'IA(人組合J (おそら

く I~j和 22 年結成) 38が結!A:され、まだ賃貸住宅であったにもかかわらず.11'1築をf占傾的に

必め. I階のl凶115に対して、

r :l，'cくらいまでならili側へのm築{立認めるJ r 2 ‘ 3 階の人はJ\'l~然 1 1: 1

という取り決めがなされていた。その後この取り決めは ぷ|緩和され

rm築は 1. 501くらいまでliHlllへ認める。 (1. 2、:lI11ずとも) J 

と変更された.その後‘昭和153年に住利町会はさらに.

rl¥')築を行う際は‘土地委員会 (住吉地区 12 1戸.毛利地区 I'10戸で柿成)へ申請し

て.自分の地区の土地委員会の詳可を得なければならないJ

という取り決めをしている。これにより、それまで無秩序であったm築は.ある程度規制

されるようになった。

このように、猿江アパートでほ熔築に関する居住者組織による規制がいくl主にもわたって

しかれたが、結局居住者の:Ill求に押され、なし崩し的に、町!築が進行していった。これは、

柳島のように、町会による矧制を一度きり作っておいて、その後は全く燥:111しなかったとこ

ろとは異なる点である。

38代官山の町会資料によると昭和22年に各アパートに組合ができたとしている.

118軍 問調合軍江アパート及び頁町アパートにおける住環境運宮 -432-



また.前述のように、住江アパート居住者組合による昭和 20年代前半の公園の整備は、

居住者を中心にして行われた大規模な住民参加型の環境形成であり、このアパートにおける

その後の環境がこの公園によって担保されたことは重要なポイントである。

また、建物の修繕などについては.例えば屋上の雨漏り修繕はその度 l、2、3階ともに

負犯している.

なお、*町アパートでは.住利回J会とは別に建物のtr-尽を行っており.ここでは、後の

ケーススタディ述べるように， -l;fJl'1l築が禁じられた。東町アパートのよう に、出窓も含め

て-t;JJのm築を祭止しているアパートは、ほかには見かけることはない(あえていえば上野

ドアパートくらいか)。東町の場合は、 21戸という少数の住戸より成り立っているので.

なしiuiし的lこI曽築が始まるといったことはなかったのである。

第 8量 同罰金猿江アパート及び東町アパートにおける位環境歪宮 -433-

8.7まとめ/猿江アパート・東町アパートにおける経年的住環境運営

すでに述べてきたように.猿江アパー トは不良住宅地区改良事業のモデル事業として、同

潤会によって行なわれた事業であり、柳島や清砂iIT.iりと同じく出災復興の区画整程事業と連

;Phして21ijJにわたって建設され、敷地は3つの矩型の街区にまたがっていた。アパートメン

ト')，;/1と異なる事業社lim上の最大の点は、従前居住者の存住であった。つまり、いったん従

前居住者を収JfJする仮の住まいを促供し、工J1jJを 2WJに分けて、第 l工19Jに.収用範設から

従前居住者を入居させる)j法がとられたのである。こうした付'i.!+L第 lてj聞は非常に高官の

lihi!Jjとなっている.これに対し、第 21明では広々 とした"，/.立をl_t怖がとり開む形式であり、

猿江アパートのμ撒パースにこのコンセプトがよくあられわれいる このパースの中に第 l

1:)9/が焔かれていないのは、おそらく 、 事業計画上しかたなくあ l 工 JijJ を向井;にせざるを t~~

なかったための、i設;i/.('j-のプライドによるものだと怨像される。

総ilアパー トは n国iFであるところがアパー トメ ン卜 'Ji;r:と見なっており.これはり!ら

かに 「附段宣明=1/'流附削J r J¥ 廊下型=労働者 ・貧困社会附lというデザインヒの使い分

けを行なっていたことが分かった。

また.社会事業的な性絡が特lこ強く 、敷地内には.協調会がlJ4災liijからこの地に聞いてい

たれ会制祉胞a没「汚隣町11 を新たにRC泡で建設し、アパートの附1，1$施Jtとしている.さら

に、せっかくつくった中低には、綬産事業として、ゴザ E場が設けられ.ここで'Di"された

ゴザや位は、/，;)潤会の経常する(l'i';の営繕にも用いられていた司まと， 1 1 :;郎のf(j地の部

分には.}[Iifilfiと，jf(んで派Ilil9rが設u:iされ.当時の一般的な為政.('jのJ.2.ぷであった 「不良住宅

I也=犯罪のifliaJという図式がそのままこの改良住宅に適応されていた。

ーノ旬、 if[alJアパー トは.アパー トメ ント事業であったが‘猿江アパートの附属胞設として

ili設さ れた許隣町;のl\.f側に ili てられており. 住練の計問もアパートメント '/> Xとしては'1~例

の、片岡dド生Jの平inj，)Ii，lijになっていた。

こうした猿江アパー ト・*町アパー トも、 古石場‘柳応、liiI:ψと同じけに戦災にあい39、

ほぽ全焼してしまい.戦後は多くのf主戸が社宅として使用されることになったが.戦後居住

持によって組織された l住江アパー ト居住者組合」 を中心としたイl志によって、ゴザ工場の

がtけ跡が片付けられ、 公闘として生まれ変わり、その後この公闘で1正午、i!l!動会などのさま

ざまな自治 線路活動が行なわれるようになった.

その後他の同澗会アパー トと同係に、土地・建物の払い下げが行なわれるが、猿江アパー

トでは3つのプロックごとに.土地が分割され、 -1t共有となり 、JよいI判定;まそのまま東京

郎が所有し、後にil点区に引き継がれ、 区立公閣として古里備されることになった。東町ア

パー トはもちろん一市共有であった。

39.Jliarアパートは府舗部分を除いて火災が食い止められた

第 811 同潤金塊江アパート且び車町アパー トにおける住環境基宮 -434-



猿江アパートで、居住者の住環境形成の側面で特徴的なのは.戦後すぐ、まだ賃貸アパー

トであった頃から、 t自築に関する取り決めがなされていたことであった。はじめから、 20

rri前後の狭小住宅として設計されていたために、戦後の家族人数のt智大に住空間がついてい

けるわけではなく、このため、ごく初期から期築が行なわれていた。

その後、J?l1，l!;に関する取り決めは2回改正されたが.改正ごとに規制は緩くなっていっ

た。その結決、多くの住戸で摺築が行なわれたが、他の同澗会アパートに比べて小規伎であ

った。これは.J?l築すベースを確保するのが難しいことと.住棟の構成によって死角になる

ような令1:1"1がないために、大規僚なルール逃反の上司祭をするのがすぐにばれてしまうためで

あると巧えられる。

aに、点目Iアパートでは日当りが忠くなるという辺自から、 -nしてI包築を祭止してき

た したがって、当初の建物の形態がよく残っている。

このように、猿iCアパートも点目Iアパー トも. J'1l1，l!;という手段によって居住空間を拡大す

る)lilが難しかったため.性i数の(七戸を使用することによって居住空間を拡大していくとい

う引例が多〈見られた凶

1118置 向調会掻江アパート亙ぴ頁町アパートにおける住環壇軍曹 -43$-
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第9章: 途上国におけるコア ・ハウジングの試み

9.1本研究における途上国のコア・ ハウ ジングの位置付け

9.1.1研究事例の位置付け

これまで見てきたような、日本の戦前公共集合住宅では、 「区分所有法Jができる以前

に、公から個人に土地と建物が分譲され、それぞれの集合住宅で似自の住環境の運営を行っ

てきた.その結果. (1白の%合住宅にはほとんど見かけることのできない.ダイナミックな住

環境が形成され.ある意味で大変豊かな住まい方が実現している一方で.団地全体の住環境

をコントロールしていく手法は成立せず、結果、物理的にも社会的にも 「スラム」的な様相

を呈しているというのが現実である.

一方、 「区分所有法」に規制される集合住宅、あるいはそれらの団地においては逆に‘建

物の物理的な管理(メンテナンス)においては管理組合で但保しているが.居住者の日常的

なニーズに対して柔軟に対応できない、一元的な管理システムによって住環境(特に共用空

間)が運営されているという側而も君子定できない.こうした集合住宅はljiに、住み替えを前

提とする住宅双六のーマスに過ぎないという現状もある.

こうした中で、発展途上国を中心に繰り広げられているコア ・ハウジングは、口一・コス

ト住宅であることを第一義としているが、いわば「住環度が居住者とともに成長していく j

ことを前提とした計画手法として注目されるのである.
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図212時を径て成長する住環境の概念図

住宅の買

住宅建控善寺

居住者による

置の向よ

住宅の買の

桂年的古化

参考間坦~

そこで本141では‘ フィリピンのマニラ首都圏でおこなわれている「中 ・低所得者層でも

入下可能なJ f居住占の状況に応じて自ら熔築できるJ住宅という明確な意図をもって、ill

設されたm合住宅(テラスハウス)の事例をとりあげ、住宅 ・住環度を居住者が自律的に改

変し.それをコントロールしていく仕組みがどのように成立しているのかをみることにす

るω もちろん‘文化的 ・社会経済的背長の異なるフィリピンの:)1例が、必ずしも今の日本の

現状と比較するのに妥当とはいえないが、日本ではあまり実現していない、 「時間とともに

(r1iWiが変化しー成長していくj ことをあらかじめ計画の射程に入れた事例として位世づけ

たい.

9.1.2調査綬要

この訓1tは、ホルへ・アンソレーナ、伊依直子、内田雄造.)桜井敏信、稲本悦三、小菅寿

夫子、 }m必麻由美、?ii袋奈美子、居林昌宏、飯島史恵、白鳥尚子らとの共同で、1993年と

1994{ドに行った 「フィリピンにおける低所得者間のハウジングに|刻する研究j の-!;'1として

行ったものである.

調査は、フィリピンの住宅政策を匁lるためのインタビュー淵査と文献調査とともに.本章

で対象としているデ ・ラ・コスタ・プロジェクトに関わりをもっ専門家へのインタビュー調

査を経て.現地調査を行った.

現地調査では. 6軒の住宅のインタビューと図面深取を行い.いくつかの街区の外部空間

の測定を行い.また、プロジェクト敷地内の住宅の用途の変容の過程を調べた。
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9.2公益建段会社によるコア・ハウジングーF阻 EDOMTO BUILD 

9.2.1サイト・アンド・サービスとコア・ハウジング

第三世界の多くの都市では、第二次世界大戦後特に1950年代から、人口の急激な都市へ

の流入とそれに追い付かないインフラストラクチャーの未整備のために.大量のスラム・ス

クォッタ一地区lが発生した.これに対し、公共の側からは、スラム・クリアランスによる再

開発とそれに付随する公営の再開発住宅の建設が精力的に行われた.しかしこうした再開発

は.政府にとっての財政的な負担の大きさとともに、従前居住者が権利を他者に売ってしま

い、結果として再開発住宅がより所得の多い人々の住宅となってしまうなどの問題を招来し

た(ジエントリフィケーション).こうした中、国述調査団のチャールズ・エイブラムス

(Charles Abrams) は、スラム・クリアランスは貧困者のための住宅ストックを減らし、彼ら

を都市から追い出そうとするものだと批判し、南アジアで散発的に行われていたサイト・ア

ンド ・サービス (Sitesand Services) を有力なハウジングの方式だと評価したにこの住宅供給

に対する新しいアブローチは、 1970年代前半から各国で広範に受け入れられるようになる.

サイト ・アンド ・サービスとは、道路・上下水道・電気などの人間居住に最低限必要な

インフラストラクチャーの整備された敷地を供給し、住宅については居住者の自力建設に委

ねるという住宅供給方式である.居住者の自力建設を前健としながら、政府にとってはいか

に低価格で住宅供給ができるかということが、大きなモチベーションであったことは否めな

u、.
また、コア ・ハウジング (CoreHousing) とは、床・壁・ 屋根 ・トイレ ・キッチンとい

った最低限必要な設備を施したコア ・ハウス (CoreHouse) を供給し‘入居後に居住者の家

族構成や経済状況に応じて、間仕切りを増やしたり、地改築できるようにしたローコストの

住宅供給方式であり.サイト ・アンド ・サービスと併せて供給されることも多い.

こうした、新たな住宅供給方式に対して、居住者の住宅建設プロセスへの参加という点

に価値を置き、居住者の自律的な環袋生成能力 ・環境コントロール能力の重要性を指摘した

のが、英国人建築家ジョン ・ターナー UhonF. Tumer) であった.彼は、 fFREEDOM TO 

lスク;tツター (Squaller)とは、一般的に 「不法居住者Jとも呼ばれ‘公有地や私有地に 「違法Jで
居住する人々をさし、彼らが形成する市街地の多くは、 「スラム」と形容される不良住宅地区であ
る.これに関しては、 (ft坂光彦、 「アジアの街わたしの住まい」、明石書底、 1994年)の「私家版
用語解説j に詳しい.特に、アジアのスラム スクォッタ一地区の住民主体のハウジングに関して
は、以下の文献に詳しい.

・ホルへ・アンソレーナ、伊従直子‘内田雄造、種坂光彦、 「居住へのたたかいJ、明石書底、 1987年

・ホルヘ アンソレーナ、伊従直子、 「スラムの環境 開発・生活誌J、1992年ー明石答庖

・内田技造編著、 「東アジアにおけるスラムの環境改善に関する研究J、1996年、国際東アジア研究セ
ンタ-

2. Charles Abrams， "Houstng in Ihe Modem World". Faber. 1966 

なお、サイト アンド ・サービスの初期の適応事例については、 D)D、ηer."People and Housing in 
Third World Citi田"， Longman， 1975 (金坂清則訳、 「第三世界の都市と住宅J、地人替房、 1984年)
iこ詳しむし
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BUlLDJ、 rHOUSING BY PEOPLEJといった本を著し.スラムが醜く取り除くべき対象で

あるという従来の考えを緋し、スラムを都市が成長していくプロセスの中で当然出現する自

然発生的集落と捉え、スラムの中で行われる居住者自身によるセルフ・ヘルプ(自助努力)

にもとづく住宅建設・住宅改善の重要性を指摘し、これを古典的で一方的なハウジング(=

貧者に住宅をあてがうということ)に対置させ、コア ・ハウジングの手法を評価したにここ

で重要なのは.単に安上がりの住宅を作るということではない.ターナーが主張したのは、

住民にまず土地の所有権や利用権を確保することによって、居住者が安心して住まいづくり

のプロセスに参加することを保証し.自ら主体的に住宅の建設や管理を担っていくプロセス

の中で.住まいや自分の住むまちに対する愛着や誇りが生まれてくるのだということであっ

た.

9.2.2フリーダム・トウ ・ビルド

このターナーの思畑、に共鳴して、元イエズス会神父であったウィリアム ・キース

(William J. Key田)によって、マニラ首都圏の低・中所得者間向けのハウジングを行うため

に1976年に役立された建設会社が、ターナーの著書名を冠した「フリーダム ・トゥ・ピル

ドJ (Freedom lO Build.以下FlO Bと略す)である.

フィリピンでは国民の所得格差が大きく、一般的な民間建設会社は所得階層の上部15%

の極めて富有な屈しかターゲットにしていない.逆に、政府の建設する公的住宅は低所得者

層を対象としているがその供給量は絶対的に不足している.つまり、国民の多くは、自力建

設に近い形で住宅を建てているのである.こうした状況のなかで、 FlOBは、事業に対する利

益率を10%に抑えることにより、政府から税金に関する優遇錨置を認められた公益団体とし

て登録しており、フォーマルな住宅供給市場に参画できない中 ・低所得者層を対象にした住

宅建設を行っているのである.

FlO Bの段初の事業は、 1976年から始まった政府によるスラムクリアランスに伴うサイ

ト・アンド・サービス事業の支援であった.住宅を全くの自力建設に委ねていたこの事業に

対し.F lo Bではローコストの資材(規絡品)供給そとの技術的サポートを行った. r貧困者

の建設活動を最も束縛するものは、資材を得る手段と費用をもたないことであるj という観

点から建築資材の確保と低価格による販売に支後活動の重点がおかれた.このため建築資材

を販売するFtoBストアが設立され、より低価格で販売するため、古材 ・廃材の販売・地元の

木材の使用 ・中古の所有トラックでの運搬などさまざまな工夫を行った.

Fto Bの次の事業は、低・中所得者層(所得階位の35.60%)を対象としたコア ・ハウジ

ングの事業あった.デ ・ラ・コスタ・プロジェクト (DeLa Costa Housing Project) と呼ばれる

この事業は、 1982年から開始された.

3. Jhon F. Tumer and Roben Ficher. "FREEOOM TO BUILO". The Macmillan Company. 1972、および

Jhon F. TlImer. "HOUS1NG BY PEOPLE". Panleon Books. 1976 
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9.2.3デ・ラ・コスタ・プロジェクト

デ・ラ・コスタプロジェクトは、現在3つの事業が完成している. (図 21 3)最初の事

業であるデ・ラ ・コスタ Iは.市内にあるアテネオ・デ・マニラ大学の周辺に住む低収入の

勤労者に対して行われたが、郊外に位置するデ・ラ・コス夕日及び皿では、入居者を一般募

集することになった.主に口コミによる募集であったが、マニラ首都圏の住宅難を反映し

て、倍率はいずれも3倍を超えている.

図 213デ・ラ・コスタの槻要

完成年 総面繍 住戸数

デ・ラ・コスタ l 1986年 5.2h a 540戸

1990年(第一期)
デラ・コスタ日 1991年(第二期) 20h a 21∞戸

1992年(第三期)

デ・ラ・コスタ田
1993年(第一期)

1994年(第二期)
14 h a 

このプロジェクトでは入居者に対して、一般の市中金利よりかなり低い利率の政府住宅

鼠資を斡旋している.低・中所得者層にとって一般銀行から住宅資金を借りるのは.金利・

複雑な手続き・担保の簡でかなり是正しく、ちょっとしたお金は問金政から借りることが一般

的であるが.この金利は市中金利以上に高い.このように、低利の住宅融資を組み込むこと

によって、月収の30倍を住宅勝入価格の標準とし、低・中所得厨にとって支払可能な額に押

さえているのである.Fto Bでは、まず入居希望者に対して以下のような基1j!lを定めている.

(1)月収が4000-6000ベソ(調査当時、 γてソ=4円)

(2)勤め先が近くにあること

(3) 定職に就いていること

この条件を満たしたものはまず、 FtoBに対して所得証明等の申3白書を提出し、政府の融

資条件に該当する者が入居予定者となる.入居予定者は、土日程日に行われるセミナーに原則

として夫婦刷って参加し、プロジェクトの理念や、住宅融資の仕組み、入居後の住生活に関

する規約などについて学習する.これまでに入居した人々の多くは、学校教員.事務員、公

務員、工場労働者などで、以前は、部屋を間借りしたり、不法占拠地に住んだり、他の家族

と一緒にアパートに住んだりしていた人々であった.

以下、このプロジェクトの特徴的な点について述べることにする.

9.2.4士宮築を前慢とした住宅計画

フィリピンでは所得階層の下位50%を低所得者層と定義し.社会福祉住宅 (Socia1

Housing)の入居資格を与えている.この社会福祉住宅に対して、政府では特別に緩和された

建築基準を定め、一般に適用される建築法規より緩和した条件での住宅建設を推進してい
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る.いわゆるダブル・スタンダードである.こうした二重の建築法規によって、中・低所得

者層に対するフォーマルな形での住宅建設が推進されるのである.このことは逆に、一般の

建築基準がいかに非現実的な高水準に設定されているかという ことを示している.

デ ・ラ・コスタ・ プロジェクトの住宅は、こ うした社会信祉住宅用の建築基準にしたが

って建設される.居住者に手渡される段階のコア・ハウスには、 20m、35m、40rri、65m

と.いくつかのタイプがあるが、もっとも多く建設され.このプロジェクトのコンセプトを

よく反映しているのが20mのタイプである. このタイプの一般的な敷地は、 3m幅の歩道に面

し.nrJ口5fT決行き12mの短冊状の65mを一区画としている.

建物は、前面の歩道から2mセットパックしたところに配され.隣地との共有援により連

続する平屋のテラスハウスである.住宅は.コンクリート床 ・共有壁・トタン屋根・トイ

レ・台所流し ・配電設備といった忌低限の部品によって椛成される(図 21 4) 0 床仕上

げ・間仕切り堕 ・天:ttなどはなく.いったってシンプルなワンルーム形式となっている.そ

して、側守の住戸は家族の鉱大等に応じて裏腹や2階にに自力でJ<，ll1;il;が可能なように設計して

ある，

図214.20mタイプのコアハウス

¥
/
 

/
/
/
/
〆憧

/

/

育

V

Fto Bでは、 i註初に供給されるこのコア ・ハウスのことを、スターター ・ハウス (starter

house) とも呼んでいる.キース氏はこれに関し、 「我々 は、 2誌を売っているわけではない.

孜々は、住宅建設 (Housing)における優位な出発点を売っているのだ.全ての住宅は、鳩築

を想定し鴻築を促すように配置され、デサ・インされているのだo Jと諮る。あらゆるデザイ

ンが、F自築するのに都合の良いように配慮されている.特に、 ml.廷に面する壁はあえてつく
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らずに供給される.これは、建築費を抑えることと、容易に繕築を開始できることを意図し

ているのである.

トタンの屋根を除き、建物のほとんどは中空コ ンクリートプロックで情成されている.

コンクリ ートブロックや排水携の蓋など、プレハブ化できるものは極力現場の工場で生産さ

れている.建築資材をプレハプ化して現場生産する最大の理由は.建設コストの削減であ

る。一般に市場に出回っている材料は価格 ・品質 ・規絡などが一定ではないので、資材の現

場生産はコスト低減 ・品質管理という面でメリットが大きいのである.また、規格化された

材料を用いる ことによ り、未熟練労働者でも容易に建設に参加できるので.建設コストの低

減とともに雇用機会の創出という.失業率の高いフィリピンにおける社会的なメリットもあ

る.

敷地全体の計画は、通過交通の排除を原則としている.F to Bでは.このような街路計画

を、フィッシュ ・スケルトン (FishSkeleton=魚の骨のような)と呼んでいる.

図215デ・ラ ・コスタ プロジェクト配置図

!il>. 
デラコスタ"プ。'"クト配置国

及び高居の位置

機n'l j!;1硯

旬、の背骨に当たる幹線道路は、車道となっており、その両脇の歩道に沿って街路樹が随え

られている。幹線道路から、小口に相当する復員3mの歩道が各々の住宅の数地へ導き、歩道

をクルド ・サック(袋小路)やループ状にすることにより.I!Iの以入を阻止している。各戸

に~l:!liスペースはなく 、 砕線道路に面して所々に駐車場が配されている. 駐車場は希望者に

対しては無料で貸し出されているが‘ FtoBではその面積を極力小さ くしている. これは、車

の保有率を段低限に抑えて.安全な住環境を守るためである.その代わり‘ F【oBによってジ

プニー(乗り合いパス)が運営され‘ 忌寄りのパス ・ターミナルまで居住者を送るシステム

が確立している.

計画人口密度は1h aあたり 100家族 (400-500人)とし、敷地全体の30%は道路や公園.

駐車場、公共施設(学校など)の共用部に充てられている.それぞれの住宅タイ プは、入居

者の所得の吉IJ合から各タイプの戸数を出し、それらが分散するように配位されており、 20m

タイプのものが主流である.

このようにデ ラ・コスタプロジェクトでは、住宅地で生活していく上での基本的な社

会資本 ・社会サービスを確保しながら、個々のライフスタイ ルやライ フステージに応じて居

住者が鴻改築できるための、物理的な初期条件が整っているのである.
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9.2.5増築・住生;舌に関するガイドライ ン

入居者は‘個々に好き勝手に熔改築をしてよいわけではない.デ ・ラ ・コスタ ・プロジ

ェクトでは‘ FlOBによって居住者に対する綴々な形の居住に関するルールが設定されてい

る.
まず、居住者は入居して6年間はその権利をFlO B以外の第三者に売ったり貸したりして

はいけないことになっている.これは、社会事業としての住宅供給という .事業の目的に照

らし合わせて明らかなように‘より裕福な社会層が投機目的などのため住宅を取得すること

を未然に防ぐためである.

即1mに|廻してl立、当初一切を居住者の責任に任せていたが、 1993年から増築に関するガ

イドラインを作成し、J.<Il築計図書類をFIOBに提出することを義務づけるようになった.しか

し、災際の細かいやり取りは、後述の事例にみるように、当事者どうしの調墜に委ねられて

いる目

F 10 Ilによって示される、1'1l1lに関するガイドラインをまとめると以下のようになる(図

~! 1 li) 

同

戸

図216増築に関するガイドライン

間戸

通気回確保のために淘築

してr:r.よらないスペース

21着(:2m以上セットパック

1IJ(!にl:t・9慶してはならない

出

目

ツク場などの不通;a

(1) 土地の統合の禁止.隣地を買い取り .2つ以上の敷地を統合して、敷地面積を広げる

ことはできない.

(2)械の設i泣のAi1J限。敷地前面の塀は、コンクリートブロックなどの不透過性のものは商

さ1.2m、鉄筋や竹などの透過性のものは1.8mを超えてはならない。背面の塀は‘いかなる素

材でもでも2.5mの高さを超えてはならない.敷地側面の塀は、白iii!iiの甥に関する制限を通用

する.しかし、より安全やプライパシーを期するためには.2mまでは許される。これに吏
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に、透過性の材料で、 O.5mを追加することも可能であるが、隣から苦情が出る場合には、

2mを超えてはならない.

(3)敷地前面の空地の確保.敷地前面には必ず2mの空地を確保しなければならない.

(J苫、ガレージ、雑貨屋などの)いかなる種類の構築物も、前面に建ててはならない.

(4)敷地背面の空地の確保.敷地背面にも.2mの空地を確保しなければならない.しか

し.2mX2.5mの1階建ての嶋築までは許される.それ以外の部分は、空地として残しておか

なければならない.

(5)垂直への熔築制限.3階建て以上の滑築、高さが7mを超えるJ.'1l~は行つてはならな

い.裏側の空地へのm築は、 i階建てかつ高さが2.5m以下に制限される.2階をI曽築する場合

には.2階の前面の!llをl階の壁より 2m以上セットパックしなければならない.背面の壁も、

敷地境界線より2m以上後退しなければならない.

こうした泡築制限の他.F lO Bでは以下のような、集住生活にl品lする基本事項を遵守する

ように指示している.

(1) 動物について.家畜 ・ベットなどの飼育は許可されているが、動物を飼う者は、近隣

に対する傷害、迷惑、公害などの不伎を招かないように、事前に必要な注意を怠つてはなら

ない個

(2) 商業行為について.サリサリ ・ストア(フィリピンで一般的な小規模雑貨応)や類似

の尚荒行為は許可されているが、いかなる理由があろうと、前面空地を使用しての商売は行

つてはならない.

(3) 公の空地について.公園などの公の空地は個人的に利用することはできない.また、

道路の両脇には50cmJ!¥'，¥Iこ街路樹が植えられているが、この土地はF10日の管理下にある.こ

こでは、居住者が木を植えたりして庭園や芝生として利用することは許されるが、柵や構築

物をillてたりして排他的に利用することはできない.

こうした、隙々な形での住生活に対する規定は‘無秩序なJ.<Il築や近隣同士のいざかいを

事前に防ぐための、基本的なルールであり 、このルールに巡反した場合には、 F10 B'こ権利を

返還しなければならない。こうしたガイドラインは住宅.その』私的としての住宅地全体が‘

i砕を経て変容していくことをあらかじめ見込み、全体的な環境形成の在り方を計画的に誘導

していくための、ソフトに関する初期条件なのである.

9.2.6居住者組織とまちの運営

F10 Bでは、家の所有意識を非常に重要視している. r家の所有縫は、市民権と同じであ

り、それを持てば、安全(地主から追い立てられることのない、という意味での安全)、身

の回りの環境意識の向上、コミュニティへの帰属意識、引いては住む場所に対する愛着が鳩

大する.Jというのが、このプロジェクトの重要なコンセプトの一つである.

このために、 FlOBでは住民が住み始めるのと同時に、居住者組合(ト{omeowners

Association) の組織化を支援し、居住者の住環境に対する自主管理能力を高め、自律的なま

ちの運営の役割を担わせている.入居者はすべて居住者組合に加入しなければならない.住
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民は月々に会費を納め‘そのお金で上下水道のメンテナンスや纏木の手入れを行ったりして

いる.また、コミュニティのつながりを活性化するために7月29日にお祭りが関かれ、スポー

ツ大会、ミス ・デラコスタなどのイベントなどが行われる.

また、数十戸を単位としたプロックでは、会費を集めてパーティを開いたり、バスケッ

トコートをつくったりしている。この他に、先に述べた婚築・住生活に関するガイドライン

以外に、各プロックごとにユニークな取り決めがある.動物を飼うときのより細かいルール

や、泥俸が入った時に笛を吹くなどといったものである.また、居住者組合やFtoBからは組

立した誠 (cooporative)の組織を強自にっくり、そのお金を子供の病気や、家具などの購入

に充てたり.!'1l築費用の足しにしているところもある.

一方.Fto Bの方では、居住者を組織する役割のコミュニティ・オーガナイザーや、違法

m築を取視したり街路樹の管尽をしたりするエステート ・マネージャーなどを、実際に住ん

でいる居住者の中から鹿い、ソフト ・ハードの両面で‘居住者の環境形成を支援している.

尖際にデ・ラ・コス夕日では、規約に議反して3階建の住宅をつくろうとした世帯に建設中止

の陥示が出され、 Fto Bに縫利を返還した例もある.

このように、デ ・ラ ・コスタ ・プロジェクトでは、住宅の建設 ・分譲のみならず、入居

後のコミュニティ活1M.住環境の維持管理に対して積極的に支侵している。居住者が自律的

に互いの利容調整を行いつつ住環境を形成 ・運営するための仕組みが、幾重にも用意されて

いるのである.

9.2.7個々に成長していく住居

次に、実際に個々の居住者の住環境形成の綴子を、調査事例にもとづいてみてみたい.

この澗査は、 1991fpに20mのタイプに入居したデ ・ラ・コス夕日の居住者を対象として1994

年に行われた40 デ・ラ・コス夕日ではl年目にして.約81ft]の2誌が姥!築を行っており、以下に

示す3つの事例は、そのうちの典型例である.

4 この調査は、ホルへ・アンソレーナ、伊依直子、内国経造、藤井敏{言、稲本悦三、小菅寿美子、加麗
麻由美、薬袋奈美子、居林昌宏、飯島史恵.白鳥尚子らとの共同で、 1993年と1994年に行った 「フィ
リピンにおける低所得者層のハウジングに関する研究Jの一環として行ったものである。
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9.2.8ケーススタディ 1・全く増築していない例

図217全く増築していない例

経済的な理由のために全く浴築できない事例である.この家悠は. 7人家族で子供が5人

もいる.夫は以前箸備員をしていたが現在は失業中のため、安が住宅の前庭で行っているサ

リサリストアで、泊築をしていない袋庭でつくったキャンディを売って生計をたてている.

夫は 19 8 1年に地方からマニラに出てきて、おばの家に住みながら工場で働いてい

た.その年、結婚して箸備員になり、姿の実家に同居していた.このプロジェク トを知った

のは、デ ・ラ ・コスタ lに住む友人からであった.入居する前に人を雇って裂の壁(コスト

を下げるために空けていた部分)をつくって入居したo 2年後には、家の前に甥を設置した.

しかし、低収入のため士宮築はできず、最初の20mのまま、 7人全員がワンルーム状態の空間で

暮らしている.お金がたまったら滑築をする計画であるが、将来的に子供が大きくなって独

立したら、ここを子供に譲って夫婦は回舎に戻る予定であるという.

この事例では、定収入のあった夫が入居後に失業したために、当初考えていたような措

築はできなかった.このことは、 「定駿に就いていることJという Fto Bの入居資格制限がは

たして有効なのかという問題を提起している.しかし、生活と空間1の対応関係でみれば、前

庭.~庭の外部空間を使って刷業を営むことにより生計をたてることが可能となっているこ

とに注目したい.この他にも、増築をしていない裏庭で鶏などの家畜を買ったり、野菜をつ

くったりして家計の足しにしているところがある.埼築をしていない裏庭という外部空間が

家族の生活にとって欠かせない空間となっている事例である.
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9.2.9ケーススタディ 2 近隣と様々に交渉しつつ増築した例

図218.近隣と後々に交渉しつつ増築した例

同司
次に.Tl1{4!;部分に半地下の寝室を設けた家族の事例をみてみる.ここは、 3世代5人の家

族と、 l人のメイドが住んでいる.夫は、ジプニーのドライパーをやっており、高IJ業としてた

まに.((¥を近所に売ったりしている。妥は、 FtoBの帳簿係として働いているが、夫より委の収

入の方が多い.

夫婦ともにマニラ首都圏出身で.市内に兄弟や親l成などが多い.委はタバコ会社、保険

会社に勤めたあと、大学時代の友人の紹介で1988年からFtoBに勤めるようになった.以前住

んでいたところは通勤するのに時間がかかり、近くに川がいくつもあって雨でもないのによ

く冠水したために、ここに引っ超すことになった.

T，'l{4!;は入居の年の主主に行った.この敷地はN庭が住宅部分より高くなっていて、雨が降

ると泥水が家の中に入りこむことがあったので、いっそのこと半地下の居室をつくることに

なった.作業は人を雇って行い、完成するまでに2週間かかった.地下を細るときに不要な土

砂がたくさん出たが、これを隣にあげたら喜ばれたそうである.また、 til築部分の部屋のJlfJ

仕切りは夫が手作りで行い‘前庭の塀と庭づくりは、市内に住む徳父が一人でやってくれ

た。はじめは資金難のために天井を張っていなかったが、 1993年に近所の人に頼んで3日がか

りでやってもらった.
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この家族が稽築を始めた時には、両隣と裏の3軒の住宅では既に士宮築を行っていた.した

がって、この家族が繍築するときは隣家の僧築部分の壁を共有して使用するか、敷地の内側

にさらに壁をつくり、二重壁にするかという選択肢しか残されていなかった.交渉の結果、

隣家の墜をつくるのに必要だった費用を折半することになり、向かつて左側の家には既に費

用を支払ったが、右側の家にはお金が足りないので支払いを待ってもらっている状態であ

る。

ところが、裂の家に面する部分には.前庭側にあるトイレを移設しようとしたのだが、

哀の家の僧築部分の外壁をそのまま使うのを断られてしまった.そこで、この部分は当面物

置きとし、裂の家の外壁の内側にコンクリートプロックを日曜大工で少しずつ積み、 二重壁

とすることになった.ここには既にトイレのための配管は施してあり、二重~が完成すると

トイレとして使う予定になっている.また、この家では、お金を子供の教育費に回したいの

で、当面次の士宮築は考えていない.しかし、将来的には2階を滑築して子供部屋をつくりたい

という希望をもっている.

Fto日では前述のように浴築に関する物理的な制限をあらかじめ示しているが、実際に噌

mする場合には、この事例のように近隣との細かいやり取りを処理しなければならない.

「角田築部分の共用壁については折半しなければならない」といった細かい規定を設定した方

が合程的だという函もあるが、経済状況の異なる隣どうしの居住者に同時に、費用を負担さ

せることは現実的に困難であることは、この事例が示している.また、噌築部分にどのよう

な部屋を配するかによって近隣の対応が変わることも予怨される.したがって、精築に関す

る細かなやり取りを当事者の解決に委ね、その時々の当事者どうしの状況に応じて解決して

いく ことが‘逆に現実的なのである.
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9.2.10ケーススタディ 3・2階に泡築した例

図219.2階に増築した例

この事例では.あらかじめ裏庭に繍築し、さらに2階部分の閤築も行って入居した.入居

時点ではまだ2階の床は張っておらず、床は入居してから、大工を呼んで毎週末ごとに工事を

行って完成した.その後内装を少し変えたが、増築は行っていない.家族は、夫婦2人と子供

7人の9人だが、ここに常時住んでいる子供は2人だけである.マニラに住んでいる子供たちは

たまに泊りに来ることがある.この家族はは1986年に地方を出てマニラにきた.ここに入居
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する前は市内の賃貸アパートで3人の子供と一緒に住んでいたが、長男が働いていたところ

と同じビルにFloBの事務所があったのでこのプロジェクトに申し込んだ.

この事例では、子供たちがすでに独立しており、比較的世帯収入が多いために入居時に2

階建てに相築しているが、図9をみると分かるように2階建てにしている例は珍しくない.

これらの事例が示すように、デ・ラ・コスタ・プロジェクトでは完成後わずか3年にし

て、綴々に個々の住宅がそれそ・れの家族の状況にあわせて改変されていることが分かる.ま

た、単に泊改築を行うだけではなく、居住者による住環境形成をいたるところで見ることが

できる。ペンキを塗ったり‘前庭の手入れをしたり、歩道にトタンを敷いてコンクリートを

練ってブロック塀を作ったり、土・日になると、町のあちこちで「住宅の建設Jというより

は、まさに「環涜の建設」が行われているのである.

また.はじめ専用住宅であったところが、ところどころ‘雑貨屋・美容室 ・食堂 ・洋服

屋・パン屋・歯医者・診療所などの併用住宅になっているところがある o FloBでは、このよ

うな住宅以外の用途への転用を認めており、居住者の副収入を保証し生計の向上につながる

ものとして積箆的に支復している.こうして住宅地のあちこちに全体のニーズにしたがって

商底などが自然発生的に生まれ、 !ifなるベッドタウンではない、まちらしいまちが次第にで

きあがっているのである.

9.2.11住宅供給主体の役割と可能性

フィリピンのような第三世界における民間による中・低所得層向けの住宅供給は.必然

的にローコスト住宅の供給にならざるを得ず、企業体として供給活動を継続していくために

はF10 Bのように公益企業として、一定のランニングコストを確保しつつ事業展開を図ってい

くことが必要である.しかし、冒頭て述べたように_F 10 Bでは所得階何の35%~60% をその

対象としており、市場メカニズムの中て持続していくための事業システムでは、最下層の住

宅問題の解決にはつながらないことも事実であり、公的支径が急がれなければならない.

これを建築計画的な側面から見れば、コア・ハウジングの手法の実践として興味深い.

新規の住宅建設事業において、計画に居住予定者の意向を反映させることが一般に困難であ

ることは日本も問綴である.しかし、コア ・ハウジングては、供姶後の泊改築などによる住

民の主体的な環境形成が期待でき.そうした環境形成を広く計画行為と提えるならば、供給

段階の計画を掻小限にとどめることにより.住民の計画への参加佐が発却できる仕組みであ

ることにも注目したい.

もちろんコア・ハウジングという物理的な手法のみで住環度改善が達成するわけではな

い.入居時から継続していく居住者の往生活をサポートしていくための綴々なシステムが幾

重にも用意されてはじめて可能になるのである.つまり、デ・ラ・コスタ ・プロジェクトで

は.緩和された建築法規、政府住宅融資_FloBによる住環境運営のためのガイドライン、近

隣レベルでのルールなどといった、いろんなレベルの条件が整つてはじめて成立しており 、

さらに、本来公共団体が担わなければならない居住サポートサービスまでもその事業の一貫
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として行っている点が大いに評価できよう.確かに、郊外の僅か数区爾に実現した実験的な

試みであるかもしれないが、都市部の住環境に悩む膨大な数の人々に、-!<JJも早く住宅を継

続的に供姶していく試みとして、非常に示唆に富む実験であるといえる.
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9.3まとめ/時間のファクターを取り込んだ住住環境運営

従来の集合住宅計画は、多くの場合は固定的な生活像に焦点を当ててきた.計画段階で、

ある特定の居住者像(家族像)に適合するプランニングが行われ、本来は年を経るごとに

係々に変化していく生活状況を固定的に捉え、その後何十年も変化しながら継続していく人

間の生活と住環境の応答関係を必ずしもサポートしてこなかった.結采‘{主み続けるうちに

計画段階で想定した居住者像と異なる家族構成やライフ・スタイルに至った居住者、つま

り‘住宅に不適合となった居住者には、不適合を忍びつつ住まい続けるか住み替えるかとい

う選択肢しかなくなっている.これが‘分譲・賃貸を問わず‘現在日本の集合住宅のおかれ

ている一般的状況ではないだろうか.

このような従来一般的に行われてきた集合住宅の計画や供給の在り方に対して、順応型住

宅や二段階供給方式といった形で、居住者のライフステージやライ フサイクルにあわせて住

空間を改変できることをあらかじめ建設段階から盛り込んだ計画はあったが、居住者自らが

住空間]をいかにコントロールし、居住者相互の利害をいかに測位していくべきかという議論

はこれからである.

近年の日本をとりまく経済状況や内外価格差の問題.地球規伎で進行する環境破I書問題.

膨大な集合住宅ストックを今後どのように運営していくかという問題に関連して、建物の

Iライフ ・サイクル・マネジメントJjという視点からの研究が行われ始めている.日本の住

宅・部市整備公団でも.建設省が1994年に策定した「住宅述設コスト低減に関するアクショ

ン・プログラムJを受けて、低コストであり、かつ居住者のライフスタイルに応じて内部空

間の改変が可能な「ユーメーク住宅Jが提案されている.このコンセプトは.供給時にはそ

のままで住めることを前慢に住宅としての基本性能を備えつつ‘!日1取りや設備を最小限にと

どめ、入居後は{主み手のライフスタイル、ライフステージに応じて仕上げやt:日取りを居住者

自らの手で作り上げることができるというものである 6

こうした状況に身を白いたとき、 FtoBのコア・ハウジングの実験は、 nl1jを経て成長して

いく住環境」の一つの在り方を、われわれに示しているのである.

5ライフサイクルマネジメント基本問題特別研究委員会 「建築物のライフサイクルマネジメントを考え
る」、日本建築学会大会研究協議会資料、 1996年

6 小玉宗夫盲 「建設コスト低減の試み 住宅・都市墜備公団における取り組みJ r建築錐誌』、日本l]
築学会、 1996年9月号
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第10章:経年的住環境運営の対比的考察及び今後の課題

本章では、以上述べてきたような、戦前公共集合住宅における経年的住環境運営を、 『戦

前の住環境運営J r個々の居住者による住環境形成J r居住者組j織による住環境のコント

ロールj の3つの側面から対比的に考察し、途上国におけるコア・ハウジングにおける住環

境運営から抽出したことがらを踏まえた上で、今後の集合住宅計画における経年的住環境運

営の在り方を考察し、さらなる研究的課題を示すことを以て、本論のまとめとしたい.

10.0.1戦前の住環境運営

本研究で対象とした戦前公共集合住宅は、東京市営のもの(古石場)、同潤会アパートメ

ント事業のもの(代官山、柳島、清砂通り)、同潤会不良住宅地区改良事業によるもの(猿

江 ・東町1) であり、それぞれの住宅供給事業が目的としているところ、及びその政策史的背

景は、第2、3章で述べたとおりである.これらの事例の全てに共通していたことは、いず

れのも、公的管理機関としての「管理者j を敷地内に在中させていたことであった.この管

理者の存在は、これらの住宅供給事業がいずれも単なる「ハウジングJではなく.社会事業

的側面を大きく有していたことを物語る一方で、実際に生活していた居住者にとって、それ

ぞれの生活ニーズを住宅の管理に反映させるためのー「機関」として存在していたことが重

要な点である.実際に戦前には、古石場‘代宮山、柳島で、居住者のE要望にしたがって住戸

を交換したり、居住人数の泊加に伴って 1家族が数戸の住戸にまたがって居住していたケー

スが見られ.いずれも管理人による配慮であった.勿論、共用部分のメンテナンスなどは管

理人を通して行われていた.

一方で、今回の調査によって、代官山、柳島、消砂巡りのいずれの同潤会アパートメント

事業においても、居住者の入居が始まるのと同時に、自主的に綴陸を主たる目的とする自治

組織が結成され、かなり積極的に活動を展開していたことが分かつた.2ここで興味深いこと

は、代宮山、f宵砂通りともに、当初からあった共用施設である「娯楽室Jが図らずも同時期

に、それぞれの居住者組織の支援により、幼稚園.保育園として使われるようになっていた

l東町はアパートメント事楽であるが、 ここではその住環筑運営の実態から.猿江とともに

論じることにする.

2古石場、猿江、東町における戦前の居住者自治組織の存在は、今回の調査では確認できな

かった.
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点である 3また、柳島では居住者組織の要請によって、木造の集会所や児童公園がつくられ

た.

このように戦前の公的管理者による住環境運営は、居住者自身、あるいは居住者によって

組織された自治組織からの要望が、かなり柔軟にその管理に反映されていたことが分かつ

た.これは単に、住環境のメンテナンスという意味のみならず、娯楽室や敷地内の空いたス

ペース.空家になった住戸などの用途を、その状況に合わせながら使用していくという住環

境の運営が、居住者・管理者相互の意思疎通の中で行われていたことを示している.

10.0.2個々の居住者による住環涜形成

戦中、戦後の混乱の後、各アパートは全て土地 ・建物ともに居住者に払い下げられてい

る.辿物については全て払い下げの時点の各住棟ごとの居住者に等分に共同所有されたが、

土地についてはまちまちであった.古石場、柳島、東町では一筆共有であった.これは敷地

が比較的小規模でまとまっていたからである.一方.代宮山では各住棟ごとに土地が払い下

げられ、 rti砂通り.!章江では各々の街区単位で土地の払い下げが行われた 4

いずれのアパートも居住空間が絶対的に狭〈、払い下げが終了した時点から大々的に培築

が行われるようになった.また.より広い住居を求めて転出する居住者が相次ぐ中、アパー

トの定住し続ける居住者はさまざまなやり方で、身の回りの住環mを改編しながら、定住の

ための環境を形成していったのである.

ここでは、そうした個々の居住者による住環境形成として、措築、複数住戸使用、 n戸 I

化、アパート内移動、保存のそれぞれの側面について各事例を対比させながら考察すること

にする.

.!'il築東町では全く祭止されていたが、猿江では住宅の管理が住宅営団からGHQに移行

した時点から既に始まっていた.他の事例では主に払い下げ後に大々的に行われている。

繍築の箇所は、 11者がいずれの事例でも住戸の裏側部分、 2階ではテラス(代官山、柳

島、猿江)、 3階では屋上(柳島、消砂通り)に多く見られたが、この他、 1階では地下に

湖築したケースもあった(代官山、柳島).5 

基本的に、 1階部分の堵築は物理的に行いやすいが、 2、3階の場合はテラスや屋上がな

い場合、 11培あるいは2階の住戸の協力がないと行えない.これにより共同士宮築が行われる

のであるが、共同組築は上下階で行われるケースが多い.ところが清砂通りの場合は住棟の

l面全てが共同地築なっている箇所も多い.この混合共同措築に反対の住戸は、その部分だ

けすっぽりと穴が空いたように糟築が行われないことがある.

3代官山は、親隣会が運営する幼稚園.消砂通りは、消砂自治会が運営を支援する保育園で

あった.

4代官山、消砂通りでは土地の買い取りを拒否し、都からの借地を続けたところもある.ま
た、代宮山、猿江では敷地内道路や公園の土地の買い取りを矩否し、東京都から後に区へ

移管されている.

5鴛谷アパートでも地下に泊築している例がある.
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共同士宮築に対して下の階からの協力が得られない場合は、士宮築部分を鉄骨の独立柱で持ち

上げているケースも多い(特に古石場). 

増築の規僕は、住棟周りに空間的余裕のある代宮山の 2階建て住棟が一番大きい.中には

ほぼ l軒家に近いものを泊築しているところもある.次に大きいのは清砂通りと柳島である

が、これは共同増築によるところが大きい.猿江の場合は l階j苫5南部分の裏側への培築は大

きいが、 2、3階部分の培築は極めて小規模である.これは猿江が片廊下型のプランである

ことに起因していると思われる.実際に片廊下出会っても廊下の付き当りの部分には廊下を

専有する形で増築がなされているケースが多かった.一番小規模のところは古石場である.

古石場では周囲に糟築できるスペースが比較的あるにもかかわらず‘規僕が小さいのは、鉄

筋プロック造という構造に起因していると恩われる.

しかし増築行為はどの事例でも基本的には違法行為であり、周辺環疫に及ぼす影響は大き

く.中には裁判l沙汰となって治築部分を取り壊すというケースもあった.

・複数住戸使用 1つの家族が居住空間の拡大の目的のために複数戸使用をはじめるケー

スは、もともとの居住面積が小さかったり、指築できない状況にある場合に行われることが

多いことが明らかとなった.したがって、代宮山では他の事例と比べて比較的複数住戸使用

のケースが少なかった.

複数の住戸を使用する場合、家族の生活が2つ以上の住戸に分散されることになる.続が

{主み、食事などの生活の中心である住戸から、子供や老人の部屋、あるいは世帯分縦した子

供世帯の新居などとして別の住戸を、賃貸したり、購入したりするケースが多かった.ま

た、町工場の経営や底舗の経営など、駿住一体を前提とした仕事を持つ居住者の場合もいず

れの事例の中にもあった.

しかし、こうして居住空間を鉱大していっても、子供が独立したり転勤したり、あるい

は、規世帯がなくなった場合になると.鉱大した分の面積が不袈となり、物置部屋として確

保されているケースが多かった.組築のように、居住空間の鉱大が iつの住戸内で行われる

場合には、そうした「余室j は物世になるケースが多いのに対し.複数戸使用による居住空

間拡大の場合は、売却したり大家に返却することによって.家族のライフステージに応じた

居住面積の伸縮が比較的自在にできるところに大きなメリットがあるが、複数住戸使用に供

する空住戸情報の流通は、基本的には団地内の口コミであることが多く、新規の転入者や共

働きの世殺のように、団地内の口コミ情報に接する機会のあまりない居住者にとっては、ア

クセスし難い方法であるともいえる.

.n戸 l化・上下左右に隣合う住戸間の階壁を取り除き.内部でそれぞれの住戸をつな

ぐ、または、階lilを取り除かずに構築部分によってつなぐ行為である.前者は土自築を{半わず

に行うことが可能であるのに対して、後者はt宮築を伴わなければならない.いずれにしても

複数住戸使用の一変種であることには変りない.

各事例ともにn戸 l化しているものは少ないが、界lilを取り除くものは.古石場、代官

山、清砂通り、鴻築によるものは代宮山、柳島、猿江で見られた.

n戸 l化は、家族が居住空間の拡大を欲し、また金銭的にも余絡のあるl待に隣戸が空かな

いといけないなど.偶発的な条件を要し、さらに、構造体である界壁の取り外しについて、

周囲から承諾を得るのが難しいために、事例の数そのものは少ない.
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n戸 1化の経緯としては、 2戸を同時に鱒入した、払い下げ前から上下で使用していた 2

戸をある時期につないだという例や、 2戸 lになっていたものをそのまま麟入したという、

他の居住者が改変した空間をそのまま利用している例も見られた.住戸を別々の年代に賂入

した例では、 2番目3番目の住戸を購入時点で界壁を取り去るなどしてn戸 1化をはかつてい

る.

また、 n戸 l化に近い例としては.複数住戸使用の範鴎に入るかもしれないが、階段室で

隣合う 2つの住戸を使用している家族が、住戸の玄関先(踊場)に貨の子を敷いて、恰かも

階段の踊場がこの2戸の共通の玄関となり、この踊場で隣どうしの住戸がつながっているよ

うな事例(柳島)も見られた.消砂通りアパート 5号館では、中廊下に面する独身室2戸を

l家族が使用し、中廊下部分に流しゃ食器棚を置き、半ば共用空間を専用しているケースも

見られた.また、隣後する 2つの住戸の外部に巡っているベランダを図って2戸専用の通路

とし、瞥定的な 2戸 l化を図っている例も見られた.

n戸 l化した住戸では、複数の住戸が内部でつながれ lつの住戸として使用できるため、

台所や使所といった機能が重複するa そのため、一方の住戸の便所をつぶして台所を拡張し

たり、 ー方の台所を風呂場にするといった、内部の大規伎な改装を伴うことが大きな特徴で

ある.これに対して、後数{主戸使用の場合は‘各住戸内における住機能がそれそ・れに完結し

ている特徴がある.

圃アパート内移動:一つの住戸から別の住戸へ移動するという行為であり、ここでは複数

住戸使用のようなものは含めないことにする.

アパート内移動には.居住空間の広大を目的とするもの、つまり、より広いと ころへ単に

引っ起すというものと、何らかの原因で引っ越ししなければならないものとに分類される.

居住空間の鉱大を目的としたものには、独身室に住んでいたものが結婚を期に家族向住戸

に移り住んだ例(代官山)などがある。

居住空間の鉱大を第一の目的としない場合は、 4階に住む足の悪い居住者が 2階、さ らに

は l階へと引っ滋したケース(消砂通り)などがある.当事者にとって、より足への負担の

少ない住居、すなわち下階の住戸の付加価値が大きく、この事例はそうした特定の居住者に

とっての付加価値を求めて生じる現象である.これと同織のものに、 2階の{主戸から、面積

の変らない3階の住戸に移動した例(消砂通り)がある.これは、居住者の職業がタクシー

運転手であることから、風巴場のない2階から風呂場のある 3階へ引っ越したものであり、

その居住者にとって重要な「内風巴Jという付加価値を求めてアパート内移動を行った例で

ある.

また、東京都営であった頃の古石場では、管理人に頼んで、戦災で被災した住戸から被災

しなかった同じ間取の住戸へ移ったケースや、同じく管理人に頼んで、日当りの悪いところ

から日当りのよい位置の同じ間取の住戸に移動したというケースもあった.

一方で、居住面積の悶加も伴わず、居住者にとっての付加価値の意味もない移動もあっ

た.これは、それまで賃貸で住んでいたアパート内の社宅を、退織によって退去しなければ

ならなかったので、同じアパート内の同じ間取に引っ越したという例である(柳島). 

・保存行為.これまで検討してきた居住者による住環境形成は.物理的にものを付け加え

るとか、差し引くかという行為によって成り立っており、その行為は.時間軸場で「点Jと
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して認議できるものであった.ここにいう「保存行為Jとは、継続的に住環境内の何かを維

持・保全するということであり、時間軸上では「線j として表現されうるものである.ま

た、保存という意味では、これまで検討してきた働きかけが主に改変であることに対して、

反対の要素もある.増築や複数戸使用がダイナミック(動的)な行為であるとすれば.保存

はスタティック(静的)な行為であるともいえよう.

実際に、戦災に遭わなかった代官山では、多くの住戸で、当初からの建具や柱や窓枠や床

の問、台所の作り付けの戸棚、帽子掛けまでもが保存されており、それらの多くはていねい

に磨かれ、何度も塗替えられていた.戦災に遭った下町のアパートでも.部分的に焼け残っ

た窓や階段の手招などはよく保存されている.

ところが、あまり保存されていない箇所は、水周りが多い.同潤会アパートの全ての本研

究対象事例の住宅手は当初台所は床が土問であったが、これらはほとんど板張りなどに変え

られており.涜しも、当初のものを使っているところは一軒もなかった.一方、便所は、窓

や建具は当初の衣装を保存していながらも、便器や給水タンクのみを変えているところが圧

倒的に多かった.

このように、保存される場所というのは、機能的に長持ちするものに見られるというのは

当り前のことであるが、今回の制査では、その部分が集合住宅全体のデザインとして重要

(ill具や階段の手招や窓のサッシ)であるほど、保存行為の対象となるということが分かっ

た.

また、戦前公共集合住宅に何十年も住まい続けている高齢者にとっては、こうした保存行

為は重要な意味をもっており、ある種の生き甲斐にもなり得ることが、代官山の 27号館の

居住者の例で明らかになった.

また.単に建設当初の物を保存するのみならず、ある特定の居住者の生活になければなら

ないものの保存(消砂通り)、や住戸その物が特定の人にとって思い出の空間になって誰も

住んではいないが、こまめに婦除して残している(消砂通り、浅沼稲次郎邸)という例に見

るとおり.何を保存するかは‘居住者の価値観によっているが、本研究の事例に共通して言

えることは.居住者がそれぞれにアパートの中に価値ある ものを発見し、それを保存する意

思をもって保存している行為が.厳然としてあるということである.

10.0.3居住者組織による住環療のコントロール

以上のようなここの居住者による住環境形成に対して、それぞれの事例では、階段室ご

と、住棟ごと、街区ごと、あるいはアパート全体において‘さまざまな規制、特に泊築に関

するルールを定めていることが明らかになった.また、中庭や屋上などの共用空間の運営に

関しても‘その時代時代の状況に応じて‘柔軟に運営されていることが分かった.
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10.0.4途上国におけるコア・ハウジングから学ぶこと

デ・ラ・コスタ・プロジェクトの事例では、テラスハウス上のコアハウスを中低所得者層

に分譲しており、埼築を前提としたさまざまな取り決めがあらかじめ供給者側からなされて

いた.これはいわば「住環境の成長管理j である.こうした成長管理の細々とした規則を比

較検討しながら、逆に日本のこれからの集合住宅の運営に生かすことは可能と思われる.

また.こうした環境形成に対する取り決めに、エステート ・マネージャーという役割の存

在は大きく、戦前公共集合住宅における管理人と類似した性格をもったアクターだといえよ

っ.
しかし、共有壁の処理の問題などは、居住者どうしの話し合いによって解決されており、

こうした点は.本研究の集合住宅に見られる居住者間の取り決めと頬似していることが分か

った.

10.0.5日本における今後の経年的住環境運営について

従来の集合住宅計画は、多くの場合は固定的な生活像に焦点を当ててきた。計画段階で、

ある特定の居住者像(家族像)に適合するプランニングが行われ、本来は年を経るごとに

係々に変化していく生活状況を固定的に提え、その後何十年も変化しながら継続していく人

i::Jの生活と住環境の応答関係を必ずしもサポートしてこなかった.結果、住み続けるうちに

計図段階で忽定した居住者像と異なる家族構成やライフ ・スタイルに至った居住者、つま

り.住宅に不適合となった居住者には.不適合を忍びつつ住まい続けるか住み替えるかとい

う選択肢しかなくなっている.これが.分譲 ・賃貸を問わず、現在日本の集合住宅のおかれ

ている一般的状況ではないだろうか.

このような従来一般的に行われてきた集合住宅の計画や供給の在り方に対して、順応型住

宅や二段階供給方式といったmで、居住者のライフステージやライフサイクルにあわせて住

空間を改変できることをあらかじめ建設段階から盛り込んだ計画はあったが、居住者自らが

住空rmをいかにコントロールし、居住者相互の利害をいかに制整していくべきかという議論

はこれからである.

10.0.6今後の研究的課題

本研究では、主に戦前に建設された公共集合住宅を事例として取り上げ、現住者を中心に

インタヒ・ュー調査を行った.したがって、アパートに定住することを歓楽し、あるいは諦め

てアパートを去っていった旧居住者によるアパート観は、本研究にはほとんど反映されてい

ない.つまり本研究では、結果的にアパート「定住厨」となっている居住者に話を聞くとい

う手法をとっているために、比較的アパートに愛着をもって、あるいはコミュニティ活動の

中心となって活動している人々の話が中心となっており、途中でアパートの生活が嫌になっ
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て出ていってしまったような人々の話が聞けていないということが‘研究手法上の限界であ

り、課題である.

また、本研究で取り上げた戦前公共集合住宅は全て再開発によって、取り渡し済み(柳

島、猿江、東町)、取りtlし中(代富山)、取り壊し予定(消砂通り、古石場)であるが、

本研究で見てきたような、独特の住環境運営の歴史を体験してきた居住者たちが、全く新し

い、全く異なる空間、全く異なる管理の在り方をもっ超高層住宅での生活にどのように適応

していくのかが注目されるところであるが、これに関しては.今後さらに追跡調査を試みた

い.

本研究によって得られた、集合住宅における経年的住環境の在り方についての知見の中に

は、現在の集合住宅の管理の在り方、つまり、建物の資産価値の保全を段優先し、居住者の

住み替えを前提とした管理の在り方に対して、有効と思われる側面(ライフステージに応じ

た住み替えや地域内定住を担保する要素など)も含まれているが.これらの知見を今後どの

ような形で生かしていくかが、今後の重要な研究的課題である.
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